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刻
史
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楽
座
神
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家
旧
蔵
古
文
書
目
録

　
　
　

は
じ
め
に

　

石
清
水
八
幡
宮
で
は
毎
年
二
月
と
十
一
月
に
初
卯
の
御
神
楽
が
挙
行
さ
れ
て
い

た
。
八
幡
宮
神
楽
に
つ
い
て
は
、「
楽
家
禄
」（1）

に
よ
る
と
「
此
神
楽
幷
放
生
会
断

絶
年
久
矣
。
然
社
務
田
中
氏
要
清
与
楽
所
志
同
一
而
当
于
祭
礼
之
日
音
楽
奉
納
之

数
年
而
後
、
延
宝
第
六
春
三
月
達
于
征
夷
大
将
軍
源　

家
綱
公
之
上
聞
有
御
再
興

焉
。
自
是
以
来
復
上
古
矣
」
と
あ
り
、
石
清
水
社
務
田
中
要
清
は
神
楽
と
放
生
会

を
再
興
す
る
に
あ
た
り
、
京
の
楽
所
と
志
を
同
じ
く
し
て
音
楽
を
数
年
奉
納
し
て

い
た
。
後
に
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
将
軍
家
の
知
る
所
と
な
り
以
後
初
卯
の
御

神
楽
と
放
生
会
は
正
式
に
上
古
に
復
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
延
宝
七
年
の
放
生
会

再
興
に
先
立
ち
、
延
宝
四
年
三
月
二
十
四
日
に
は
尾
張
徳
川
家
一
門
の
支
援
を
得

て
、
社
務
田
中
要
清
に
よ
っ
て
御
神
楽
は
再
興
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
明
ら

か
に
し
て
い
る（2）

。「
楽
家
禄
」
で
は
御
神
楽
及
び
放
生
会
両
者
と
も
に
再
興
年
を

延
宝
六
年
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
が
、
二
季
の
初
卯
御
神
楽
は
、
こ
れ
以
降
近

世
石
清
水
の
恒
例
祭
祀
と
な
る
。
ま
た
他
に
石
清
水
で
は
安
居
神
楽
・
高
良
神
楽

や
八
幡
臨
時
祭
や
放
生
会
で
も
奏
楽
が
あ
る
と
い
う
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
文
書
群
は
、
神
道
研
究
者
で
あ
る
嵯
峨
井
建
氏
が
購
入
し

近
世
石
清
水
八
幡
宮
地
下
神
人
神
楽
座
の
諸
様
相

　
　
　

―
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た
文
書
群（3）

の
二
次
調
査
分
で
あ
る
。
総
点
数
は
九
四
点
あ
り
、巻
末
に
掲
げ
る「
神

楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
古
文
書
目
録
」（
二
九
六
頁
）
と
分
類
項
目
別
点
数
を
〔
表

１
〕（
二
八
一
頁
）
に
示
し
た
。
な
お
、
本
文
中
で
特
に
指
定
し
な
い
限
り
ア
ラ

ビ
ア
数
字
は
古
文
書
目
録
の
文
書
番
号
と
す
る
。

　

本
文
書
群
は
、
市
場
に
流
出
し
た
た
め
伝
来
は
不
明
で
あ
る
が
、〔
表
1
〕
か

ら
神
楽
座
人
の
補
任
状
十
二
点
、
神
楽
座
神
人
関
係
が
十
二
点
、
神
拝
作
法
な
ど

神
道
関
係
が
九
点
あ
り
、神
楽
座
神
人
で
あ
っ
た
小
林
家
の
旧
蔵
文
書
と
推
定
し
、

名
称
を
付
し
た
。
こ
の
神
楽
座
神
人
文
書
を
通
し
て
安
居
神
楽
の
具
体
相
と
石
清

水
地
下
神
人
の
活
動
の
諸
相
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
　

一
、
石
清
水
神
楽
と
神
楽
座
神
人

　
　
　
　
　
（
一
）
神
楽
座
と
神
子

　

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
石
清
水
八
幡
宮
領
内
に
一
斉
に
発
給
さ
れ
た

三
百
六
十
一
通
の
家
康
領
知
朱
印
状
は
、
山
上
宿
坊
・
山
下
寺
庵
や
社
家
・
神
官
・

所
司
・
侍
層
か
ら
百
姓
に
至
る
ま
で
個
別
人
身
支
配
の
た
め
、
安
居
神
事
執
行
を

条
件
に
出
さ
れ
た
が
、
将
軍
代
替
わ
り
ご
と
に
安
堵
さ
れ
る
朱
印
状
は
、
四
代
家

綱
の
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
以
降
は
、
神
人
の
組
ご
と
に
ま
と
め
て
発
給
さ
れ

る
よ
う
に
な
る（4）

。
こ
の
寛
文
印
知
か
ら
神
楽
座
神
人
と
神
子
を
み
て
い
こ
う（5）

。

　
　
　

石
清
水
八
幡
宮
領
内

　
　

一
百
三
拾
石
弐
升　
　
　

山
城
国
綴
喜
郡
八
幡
庄　
　

綱
座
五
人

　
　

一
百
壱
石
内　

七
拾
三
石
弐
斗

弐
升
神
供
料　

同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
守
五
拾
人　
　
　

　
　

一
八
拾
壱
石　
　
　
　
　

同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　

駕
輿
丁
座
七
人

　
　

一
三
拾
四
石
壱
斗
六
升　

同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
撲
座
弐
人

　
　

一
三
拾
壱
石
三
斗
三
升　

同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　

達
所
小
綱
座
五
人

　
　

一
三
拾
石　
　
　
　
　
　

同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
楽
座
八
人

　
　

一
拾
九
石
九
斗
余　
　
　

同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
馬
副
三
人

　
　

右
都
合
四
百
弐
拾
七
石
四
斗
余
事
、
任
慶
長
五
年
五
月
廿
五
日
、
元
和
三

　
　

年
八
月
十
五
日
、
寛
永
十
三
年
十
一
月
九
日
先
判
之
旨
、
永
不
可
有
相
違
者

　
　

也
、

　
　
　
　
　

寛
文
五
年
八
月
十
五
日

　
　
　
　
　
御
朱
印

　

綱
座
・
宮
守
・
駕
輿
丁
・
相
撲
座
・
達
所
小
綱
座
・
神
楽
座
・
神
馬
副
が
七
座

組
と
し
て
ま
と
め
て
一
通
、
合
わ
せ
て
四
二
七
石
四
斗
一
合
の
知
行
が
宛
が
わ
れ

た
。
神
楽
座
は
こ
の
七
座
組
に
属
し
、
神
楽
座
は
八
人
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
知
行

高
は
三
十
石
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
1
の
補
任
状
を
掲
出
す
る
。

　
　

石
清
水
八
幡
宮
寺

　
　
　
　

御
神
楽
座
職
之
事

　
　
　
　
　

勾
当
大
夫
小
林
九
郎
右
衛
門
尉
重
滿

　
　

右
以
彼
人
令
所
補
任
如
件

　
　
　
　

延
宝
三
年
正
月
十
日

　
　
　
　
　

神
官
紀
宿
祢
撿
知
豊
親（
花
押
）（
印
）

二
六
八
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神
官
系
神
人
の
補
任
状
を
発
給
す
る
撿
知
か
ら
、
小
林
九
郎
右
衛
門
尉
重
満
に

対
し
て
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
神
楽
座
神
人
勾
当
太
夫
が
補
任
さ
れ
た
。
明
治

二
年
ま
で
勾
当
太
夫
補
任
状
は
合
わ
せ
て
七
通
あ
り
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
小
林
家

伝
来
と
す
る
な
ら
ば
、
小
林
家
は
神
楽
座
の
う
ち
の
勾
当
太
夫
を
代
々
継
承
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
の
「
神
役
之
書
上
ケ
」
37
〈
史
料

11
〉
に
よ
る
と
勾
当
太
夫
の
朱
印
高
は
二
石
八
斗
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
神
楽
座
神
人
に
は
、
三
管
太
夫
・
勾
当
太
夫
・
後
太
夫
・
府
生
太
夫
・
才

松
太
夫
の
別
が
あ
る（6）

。
三
管
と
は
笙
・
篳
篥
・
横
笛
を
総
称
す
る
。
勾
当
と
は

記
録
や
勘
定
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
府
生
は
六
衛
府
の
下
級
官
吏
で
雑
役
に
従

事
し
た
主
典
の
次
位
者
で
あ
り
、
才
松
は
丁
稚
小
僧
の
隠
語
で
若
年
者
の
見
習
い

を
示
す
。
太
夫
は
古
典
芸
能
の
集
団
の
長
の
称
号
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
名
称
が
往

古
は
神
楽
で
の
担
当
職
務
を
由
来
と
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
近
世
段
階
で
の
各
名
称

に
よ
る
役
割
を
示
す
史
料
を
持
た
な
い
。

　

た
だ
し
元
禄
三
年
社
領
改
で
は
、
神
楽
座
家
領
三
十
石
は
、
三
管
太
夫
森
助
左

衛
門
か
ら
下
役
に
配
分
さ
れ
、
後
太
夫
に
は
二
石
八
斗
が
配
当
さ
れ
て
い
た（7）

。

「
神
楽
座
入
之
定
書
」
40
〈
史
料
14
〉
で
は
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
六
）
神
楽
座

に
入
座
す
る
際
は
、
餅
一
重
に
、
錫
の
五
合
酒
徳
利
一
本
を
座
中
に
配
り
、
ま
た

そ
れ
以
前
の
饗
宴
の
振
舞
い
は
倹
約
の
時
節
柄
、
取
り
や
め
た
と
い
う
定
書
が
三

管
太
夫
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
三
管
太
夫
は
、
神
楽
座
の
長
で

あ
り
、
神
楽
座
の
構
成
員
は
、
代
々
継
承
し
つ
つ
も
多
少
の
出
入
り
が
あ
っ
た
。

17
・
18
〈
史
料
４
・
５
〉
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
九
郎
右
衛
門
は
神
楽
座
神
人

の
知
行
八
斗
四
升
七
合
を
質
に
銀
を
拝
借
し
、
19
〈
史
料
６
〉
の
譲
り
状
で
元
禄

三
年
（
一
六
九
〇
）
に
は
、
九
郎
右
衛
門
は
、
二
石
八
斗
の
神
楽
座
勾
当
太
夫
株

を
小
林
仁
右
衛
門
に
譲
渡
し
て
い
る
。
補
任
状
の
宛
所
が
九
郎
右
衛
門
と
仁
右
衛

門
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
両
者
の
間
で
神
人
株
が
譲
渡
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
三
管
太
夫
の
森
助
左
衛
門
は
、
こ
の
小
林
九
郎
右
衛
門
は
じ
め
七

名
の
神
楽
座
神
人
を
率
い
て
い
た
。

　

次
に
神
子
に
つ
い
て
は
、
寛
文
印
知
で
は
神
官
知
行
分
に
組
織
さ
れ
て
い
る（8）

。

　
　
　
　

石
清
水
八
幡
宮
領
内

　
　

一
、
弐
拾
石　
　
　

山
城
国
綴
喜
郡
八
幡
庄　
　
　
　

俗
別
当

　
　

一
、
拾
九
石　
　
　

同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
太
夫

　
　

一
、
弐
拾
石　
　
　

同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

撿
知
太
夫

　
　

一
、
拾
四
石　
　
　

同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
子

　
　

右
、
都
合
七
拾
三
石
事
、
任
慶
長
五
年
五
月
廿
五
日
、
元
和
三
年
八
月
十
六

　
　

日
、
寛
永
十
三
年
十
一
月
九
日
先
判
之
旨
、
神
官
全
収
納
、
永
不
可
有
相
違

　
　

者
也

　
　
　
　
　

寛
文
五
年
八
月
十
五
日

　
　
　
　
　
御
朱
印

　

神
官
知
行
分
合
わ
せ
て
七
十
三
石
の
内
、
俗
別
当
二
十
石
・
宮
太
夫
（
神
主
）

十
九
石
・
撿
知
太
夫
二
十
石
に
神
子
十
四
石
が
給
さ
れ
、
先
に
見
た
神
楽
座
神
人

と
は
別
に
、
神
官
分
の
知
行
に
神
子
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

天
明
七
年
（
一
七
八
七
）「
八
幡
末
社
御
朱
印
高
之
覚
」
に
あ
る
「
遷
宮
下
行

米
覚
」（9）

に
は
神
人
別
に
配
分
す
る
石
高
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
は
じ
め
に

善
法
寺
・
田
中
家
に
各
七
十
二
石
等
社
務
家
が
記
さ
れ
、
次
に
俗
別
当
三
十
三

二
六
九
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石
、
宮
太
夫
二
十
二
石
五
斗
、
撿
知
太
夫
二
十
二
石
五
斗
、「
惣
権
一
」
に
十
五

石
と
、
一
（
神
子
）
の
配
分
高
が
記
録
さ
れ
る
。
続
い
て
公
文
所
・
兼
官
な
ど
の

所
司
、
六
位
座
・
神
宝
所
座
・
宮
守
座
等
が
書
き
上
げ
ら
れ
た
後
に
、
御
綱
引
や

駒
形
座
な
ど
の
地
下
神
人
が
続
き
、
そ
こ
で
神
楽
座
は
四
石
五
斗
と
記
さ
れ
て
い

る
。
書
き
上
げ
ら
れ
た
順
か
ら
も
、地
下
神
人
で
あ
る
神
楽
座
と
は
一
線
を
画
し
、

神
子
は
神
官
に
属
し
て
い
た
。
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
初
卯
御
神
楽
で
、
は
じ

め
て
勤
仕
す
る
巫
女
紀
兼
子
は
俗
別
当
紀
兼
行
の
養
子
で
あ
っ
た（10）

。
こ
の
こ
と

は
、
明
治
五
年
士
族
編
入
願
書
で
も
示
さ
れ
て
い
る（11）

。
こ
の
時
石
清
水
に
仕
え

る
多
く
の
神
人
が
士
族
編
入
を
願
い
出
る
の
で
あ
る
が
、
男
山
八
幡
宮
元
神
子
紀

豊
女
は
「
同
社
之
元
社
士
ト
同
列
、
昇
下
之
者
ニ
者
無
之
」
と
神
領
自
治
を
担
っ

て
い
た
侍
層
の
社
士
と
同
列
で
あ
る
と
い
う
。「
祖
代
ヨ
リ
三
代
以
上
の
代
数
有

之
者
ニ
而
、
新
家
ニ
無
之
、
婦
人
ニ
候
得
と
も
本
文
之
通
り
詮
議
い
た
し
候
」
と

あ
る
。
紀
氏
は
、
代
々
神
子
を
輩
出
す
る
家
で
、
女
性
で
は
あ
る
が
詮
議
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
。
結
果
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
地
下
神
人
と
の
身
分
の
違
い
を

訴
え
、
社
務
家
や
神
官
家
同
様
に
紀
氏
を
名
乗
り
、
石
清
水
の
仏
神
事
を
統
率
す

る
階
層
を
構
成
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
（
二
）
寛
永
の
遷
宮
儀
式
と
神
楽
座
神
人

　

現
在
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
石
清
水
八
幡
宮
本
殿
等
は
、
三
代
将
軍
徳
川

家
光
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
が
、
仮
遷
宮
は
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
十
二
月

二
十
一
日
、
正
遷
宮
は
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
八
月
二
十
三
日
で
あ
る
。
そ

の
正
遷
宮
の
前
日
の
八
月
二
十
二
日
付
け
の
文
書
が
、
83
〈
史
料
25
〉
で
あ
る
。

　

遷
宮
の
下
行
米
は
、
惣
権
一
に
は
十
五
石
、
神
楽
座
に
は
四
石
五
斗
、
御
神
楽

料
は
、別
に
二
十
四
石
と
お
お
む
ね
決
ま
っ
て
い
た（12）

。寛
永
度
の
造
営
で
下
遷
宮
・

正
遷
宮
合
わ
せ
て
二
四
石
が
下
行
米
の
先
例
と
な
っ
た
よ
う
で
、
神
楽
座
の
下
行

米
は
神
楽
銭
と
も
よ
ば
れ
て
い
た
。
下
遷
宮
時
に
三
石
を
雑
作
料
（
さ
う
さ
り
や

分
）
と
し
て
受
け
取
っ
た
が
、
下
遷
宮
分
と
し
て
の
十
二
石
分
は
渡
さ
れ
な
か
っ

た
と
い
う
。

　

こ
こ
で
、
遷
宮
料
不
払
い
を
め
ぐ
っ
て
新
善
法
寺
と
田
中
家
の
争
論
が
あ
る
の

で
み
て
お
こ
う（13）

。
寛
永
十
二
年
新
善
法
寺
常
清
か
ら
京
都
所
司
代
板
倉
周
防
重

宗
に
対
し
て
訴
え
が
あ
っ
た
。
慶
長
度
豊
臣
家
造
営
時
に
は
遷
宮
料
は
千
石
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
た
び
公
儀
よ
り
下
さ
れ
た
遷
宮
料
二
千
石
は
、
当
時
か
ら
は
増

額
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
役
神
人
に
渡
ら
ず
贔
屓
の
神
人
に
の
み
下

行
し
、
加
増
に
相
応
の
祈
祷
は
で
き
な
い
と
諸
神
人
が
嘆
い
て
い
る
。
ま
た
江
戸

逗
留
や
尾
張
・
大
垣
等
へ
の
諸
費
用
も
遷
宮
料
か
ら
捻
出
し
、
田
中
家
の
恣
に
し

て
い
る
と
い
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
田
中
家
か
ら
の
主
張
は
、
下
遷
宮
に
つ
い
て
は
、
寛
永
八
年

十
二
月
に
行
わ
れ
、
そ
の
当
時
は
前
社
務
の
善
法
寺
幸
清
が
取
り
仕
切
り
、
田
中

家
は
関
わ
っ
て
い
な
い
。
訴
え
ら
れ
た
田
中
敬
清
は
、
寛
永
九
年
八
月
に
社
務
に

就
任
し
、
正
遷
宮
は
旧
例
に
則
り
神
人
に
下
行
し
て
い
る
。
こ
の
度
の
下
行
米
は

神
人
か
ら
受
取
と
交
換
で
渡
し
帳
面
に
記
入
し
不
正
は
な
い
。
江
戸
下
向
料
も
新

善
法
寺
家
か
ら
、
三
家
ま
と
め
て
勘
定
す
る
よ
う
申
出
に
従
っ
た
と
い
う
。
善
法

寺
幸
清
は
、
寛
永
十
年
に
亡
く
な
り
、
下
遷
宮
の
八
か
月
後
に
田
中
家
が
社
務
就

任
し
た
も
の
の
、
下
遷
宮
費
用
の
分
配
不
履
行
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
争
論
に

あ
る
よ
う
に
神
楽
座
神
人
は
下
行
米
未
支
給
の
被
害
者
で
あ
っ
た
。

　

本
文
書
の
内
容
に
も
ど
る
と
、
正
遷
宮
の
神
楽
銭
十
二
石
は
受
け
取
り
、
そ
の

二
七
〇



近
世
石
清
水
地
下
神
人
神
楽
座
の
諸
様
相

う
ち
二
石
五
斗
分
を
京
の
楽
人
五
人
に
支
払
う
の
で
あ
る
が
、
一
石
に
つ
き
三
二

匁
九
分
で
銀
換
算
し
、
楽
人
へ
八
二
匁
二
分
を
渡
し
、
差
し
引
く
と
三
〇
九
匁
六

分
で
あ
る
。
惣
ノ
市
の
取
り
分
一
六
四
匁
を
差
し
引
い
た
残
り
の
一
四
五
匁
五
分

六
厘
が
神
楽
座
中
分
で
あ
る
。
こ
の
額
を
惣
ノ
市
か
ら
神
楽
座
後
大
夫
に
報
告
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
正
下
遷
宮
に
行
わ
れ
る
神
楽
に
た
い
し
て
、
神
楽
料
二
十
四

石
は
、
神
楽
座
神
人
と
神
子
で
配
分
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
　
　
　
（
三
）
安
居
神
楽
と
神
楽
座
の
役
務

　
「
安
居
神
楽
覚
帳
」
94
〈
史
料
27
〉
は
、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
に
小
林
仁

左
衛
門
が
扣
と
し
て
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
石
清
水
の
神
楽
に
は
初
卯
之

神
楽
・
遷
宮
儀
式
で
の
神
楽
等
の
他
に
安
居
神
楽
が
あ
っ
た
。「
楽
家
録
」
巻
一

第
卅
安
居
神
楽
説
で
は
、「
安
居
神
楽
於
男
山
八
幡
有
之
、
号
安
居
者
十
二
月
朔

日
至
十
五
日
有
潔
斎
人
、
名
之
号
安
居
当
人

詳
未
知
之

、
所
謂
当
人
執
行
之
故
、
有

安
居
神
楽
之
名
所
修
之
次
第
如
内
侍
所
也
、
略
定
時
自
庭
燎
以
早
韓
神
終
、
而
奏

其
駒
也
、
而
宮
巡
其
法
挙
之
前
書
矣
」
と
あ
る
。
十
二
月
朔
日
か
ら
十
五
日
に
行

わ
れ
る
安
居
神
事
の
頭
役
が
執
行
す
る
神
楽
ゆ
え
に
そ
の
名
が
あ
り
、
内
侍
所
の

神
楽
と
同
様
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
次
第
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
後

述
す
る
よ
う
に
内
侍
所
御
神
楽
な
ど
宮
廷
の
神
楽
で
は
女
性
神
子
の
奉
仕
は
な

く
、
神
子
の
奉
仕
は
、
石
清
水
の
初
卯
二
季
の
御
神
楽
の
特
徴
で
あ
る
。

　
〈
史
料
27
〉
の
冒
頭
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　

米
よ
せ

ハ
一
ろ
う
所

ニ
而

　
　
　

晩
め
し
有
座
中

　
　

一
、 

米
三
石
三
斗
也

　
　

一
、 

六
斗
八
升　
　
　
　

惣
市

　
　

一
、 

弐
斗
三
升
一
合　
　

権
之
市

　
　

一
、 

壱
斗
九
升
一
合　
　

二
殿

　
　

一
、 

壱
斗
九
升
一
合　
　

三
殿

　
　

一
、 

壱
斗
九
升
一
合　
　

せ
ん
殿

　
　

一
、 

四
升
一
合　
　
　
　

お
す
ゑ

　
　

一
、 

六
升
弐
合　
　
　
　

ち
く

　
　

一
、 

六
升
弐
合　
　
　
　

さ
う
く
前

　
　
　

右
八
人
前

　
　
　
　
　

一
石
六
斗
四
升
九
合

　

安
居
神
楽
で
は
惣
市
・
権
之
市
等
以
下
八
人
前
の
配
分
米
が
示
さ
れ
、
こ
こ
に

掲
げ
る
神
子
た
ち
が
奉
仕
し
て
い
た
。

　

中
世
の
石
清
水
初
卯
の
神
楽
で
は
、
女
性
神
子
が
奉
仕
す
る
巫
女
の
歌
舞
が
行

わ
れ
て
い
た
。
巫
女
の
歌
舞
は
、
内
侍
所
御
神
楽
や
賀
茂
臨
時
祭
の
還
立
の
神
楽

な
ど
宮
廷
の
御
神
楽
で
は
行
わ
れ
な
い
、
石
清
水
神
楽
の
特
色
で
あ
る
。
長
禄
四

年
（
一
四
六
〇
）
初
卯
二
季
御
神
楽
で
は
神
楽
色
目
、
上
品
・
中
・
下
の
別
が
あ
っ

て
も
八
人
の
巫
女
の
奉
仕
は
あ
っ
た
。「
八
幡
愚
童
訓
」
で
は
、
八
人
の
御
子
と

五
人
の
楽
人
の
奉
仕
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、五
人
の
神
楽
男
と
八
人
の
御
子
即
ち「
八

乙
女
」
で
構
成
さ
れ
た
が
、
こ
の
人
数
は
必
ず
し
も
守
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
さ
れ
て
い
る（14）

。
し
か
し
、
こ
こ
に
あ
る
惣
市
以
下
八
人
の
支
出
は
、
こ
の

八
乙
女
が
想
起
さ
れ
る
。「
楽
家
禄
」
で
は
安
居
神
楽
は
内
侍
所
神
楽
と
同
様
と

二
七
一



京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
号

い
う
が
、
こ
の
点
で
は
む
し
ろ
初
卯
の
御
神
楽
に
近
似
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
近

世
安
居
神
楽
の
神
子
舞
は
、
惣
市
が
率
い
る
八
人
の
神
子
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
、

お
そ
ら
く
中
世
以
来
の
石
清
水
の
神
子
舞
を
継
承
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　

晩
め
し
一
ろ
う

　
　
　

あ
さ
め
し
ハ
惣
市

　
　
　

樂
人
を
ふ
る
ま
い
申
候

　
　
　

只
今
ハ
ふ
る
ま
い
代

　
　
　

銀
ニ
而
参　

京
樂
人
へ

　
　
　
　
明
日
あ
さ
め
し
代

　
　

一
、
銀
壱
枚　

惣
之
市
方
ゟ
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

神
楽
座
の
一
臈
の
居
宅
に
米
を
集
め
、
そ
こ
で
座
中
は
夜
に
行
わ
れ
る
神
楽
に

備
え
て
、
夕
飯
を
と
る
。
楽
人
は
、
晩
飯
は
神
楽
座
一
臈
宅
に
て
、
翌
朝
は
惣
市

に
て
振
る
舞
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
只
今
は
、
翌
朝
の
楽
人
へ
の
振
舞

代
銀
を
出
し
て
済
ま
し
て
い
る
。
振
舞
席
に
は
出
ず
に
早
々
に
楽
人
は
帰
京
し
て

い
た
。

　

さ
ら
に
〈
史
料
27
〉
を
み
て
行
く
と
京
か
ら
招
い
た
楽
人
へ
の
神
楽
銭
六
斗
は

神
楽
座
一
臈
か
ら
渡
さ
れ
る
の
だ
が
、
駕
籠
銭
は
、
三
分
の
二
は
惣
市
が
、
三
分

の
一
は
一
臈
が
分
担
し
、
楽
人
が
宿
泊
す
る
宿
に
対
す
る
礼
銭
も
両
者
か
ら
出
し

て
い
た
。
楽
人
（
お
そ
ら
く
人
長
）
が
舞
う
時
に
手
に
す
る
榊
は
、
三
本
を
結
わ

え
て
御
幣
を
付
け
た
も
の
を
前
日
に
必
要
な
数
を
用
意
し
、
一
臈
は
当
日
神
楽
の

演
奏
最
中
に
楽
人
に
渡
る
よ
う
に
準
備
を
す
る
。
神
楽
が
終
わ
っ
て
翌
朝
は
惣
市

に
て
、
座
中
へ
の
振
舞
が
行
わ
れ
る
。
直
会
を
意
味
す
る
の
で
ろ
う
か
、
こ
の
振

舞
に
は
一
臈
の
子
供
の
み
が
交
じ
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。

　

神
楽
座
一
臈
宅
に
て
、
京
か
ら
招
い
た
楽
人
に
晩
飯
を
振
舞
う
こ
と
、
翌
朝
は
、

惣
市
が
楽
人
を
振
舞
い
、
宿
へ
の
礼
銀
、
舞
人
が
手
に
す
る
榊
の
準
備
な
ど
神
楽

座
一
臈
が
取
り
仕
切
る
役
務
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
神
楽
座
神
人
が
実
際
に
楽
器

を
携
え
て
演
奏
す
る
の
で
は
な
く
、
楽
人
・
舞
人
を
招
き
食
事
や
宿
泊
等
の
世
話

や
諸
道
具
・
礼
銀
の
準
備
等
が
そ
の
役
務
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
（
四
）
安
居
神
楽
の
執
行
日
と
祭
主

　

先
に
見
た
「
楽
家
禄
」
で
は
安
居
神
楽
は
、
安
居
神
事
の
十
二
月
に
あ
わ
せ
て

行
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
安
居
神
楽
覚
帳
」
94
の
日
付
は

宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
二
月
二
日
で
あ
る
。
果
た
し
て
安
居
神
楽
は
い
つ
行
わ

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
日
次
紀
事
」（15）

に
よ
る
と
「
石
清
水
八
幡
宮
安
居
神
楽　

楽
人
参
向
而
勤
之
」
と
あ
り
、「
巻
之
臨
時
部
」
に
記
載
さ
れ
、
毎
年
定
ま
っ
た

月
日
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
「
安
居
御
神
事
諸
事
記
」（16）

に
は
、
安
居
神
事
の
頭
人
が
九
月
に
差
定
を
受
け
た

後
、
三
年
間
の
潔
斎
や
各
種
の
祭
祀
が
日
を
追
っ
て
記
さ
れ
、
十
二
月
朔
日
に
神

事
に
入
り
「
同
十
五
日
宝
樹
猪
鼻
坂
為
曳
上
、頭
人
一
家
同
役
之
神
人
等
致
参
拝
、

至
翌
年
安
居
御
神
楽
執
行
仕
候
、
以
上
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
十
二

月
十
五
日
の
宝
樹
を
男
山
の
猪
鼻
坂
へ
引
上
げ
、
宝
樹
の
枝
を
切
り
落
と
し
家
に

迎
え
て
参
拝
し
、
そ
の
翌
年
に
安
居
神
楽
を
執
行
し
て
神
事
は
無
事
完
了
し
た
事

に
な
る
。「
安
居
神
楽
ハ
宿
願
成
就
之
報
賽
ノ
為
ニ
行
ヒ
来
ル
ナ
ラ
ン
ト
或
人
云
」

と
あ
る
よ
う
に
、
安
居
神
楽
は
、
頭
人
が
神
事
の
満
願
成
就
の
御
礼
と
し
て
神
前

二
七
二



近
世
石
清
水
地
下
神
人
神
楽
座
の
諸
様
相

に
奉
納
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
も
う
一
度
「
安
居
神
楽
覚
帳
」
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　

宝
永
七
年

　
　
　

と
ら
之

　
　
　

十
一
月
す
へ
卯
日

　
　
　

み
神
楽
之
あ
く
る
日

　
　
　

あ
ん
こ
神
楽
参

　
　
　

か
た
お
か
蔵
之
助

　
　
　

同　
　
　

五
郎
右
衛
門

　
　

御
神
楽
九
郎
右
衛
門
其
外

　
　
　
　
　
　

右
相
済

　
　
　

谷
村
弥
七
郎

　
　

（ 

柏
村
左
兵
衛　
　

こ
れ
三
ツ　

　
　
　

能
村
主
計　
　
　

九
兵
衛

　
　
　

し
よ
じ
之
米
は
ら
い

　
　
　

五
ツ
ノ
内
四
分
六
分

ニ
は
ら
い

　
　

座
中
へ

　
　
　

し
よ
じ
の
ふ
る
ま
い
ハ
座
中

　
　
　

後
之
一
ら
う
や
く

　
　
　

京
楽
人
ふ
る
ま
い
銀

　
　
　

両
方
四
分
六
分

　
　
　

右
五
ツ
之
付
三
ツ
ハ
六
分
し
よ
じ

　
　
　
　
　
　
　
　

二
ツ
ハ
四
分
し
ょ
じ

　

宝
永
七
寅
年
「
十
一
月
す
へ
卯
日
」
の
御
神
楽
の
あ
く
る
日
に
安
居
神
楽
に
参

勤
し
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
石
清
水
の
御
神
楽
と
安
居
神
楽
の
開
催
日
を
考
察
す
る

た
め
に
、「
安
居
御
神
事
諸
事
記
」の
記
述
を
中
心
に
安
居
神
楽
開
催
日
を
抽
出
し
、

そ
の
日
の
干
支
を
〔
表
２
〕（
二
八
一
頁
）
に
ま
と
め
た
。
表
で
は
宝
永
七
年
末

卯
之
日
は
二
十
五
日
で
あ
り
、
二
十
四
日
の
明
く
る
日
が
卯
日
で
、
諸
事
記
の
開

催
の
日
付
と
は
前
後
す
る
の
で
、
い
ず
れ
か
日
付
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
安

居
神
楽
開
催
の
日
は
、
享
保
十
四
年
以
降
の
五
度
す
べ
て
は
卯
日
の
翌
日
の
辰
日

で
あ
る
。
と
す
る
と
恒
例
の
初
卯
の
御
神
楽
に
相
前
後
し
て
安
居
神
楽
を
奉
納
し

て
い
た
と
い
え
る
。

　

安
居
神
楽
覚
帳
に
名
を
記
す
「
か
た
お
か
（
片
岡
）
蔵
之
助
」
と
「
同
五
郎
右

衛
門
」
は
、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）、
翌
同
三
年
に
安
居
頭
役
を
勤
め
て
い
る
。

「
御
神
楽
九
郎
右
衛
門
」
は
、
神
楽
座
の
小
林
九
郎
右
衛
門
で
あ
ろ
う
。「
谷
村
弥

七
郎
・
柏
村
左
兵
衛
・
能
村
主
計
」
の
三
名
は
同
四
年
・
同
五
年
・
同
六
年
の
安

居
頭
役
で
あ
る（17）

。「
し
よ
じ
之
米
は
ら
い　

五
ツ
ノ
内
四
分
六
分

ニ
は
ら
い
」
と

あ
り
、
諸
費
用
に
か
か
る
米
で
の
支
払
い
は
、
四
分
六
で
案
分
す
る
。
こ
の
五
ツ

の
内
が
何
を
差
す
か
不
明
で
あ
る
が
、
宝
永
二
年
か
ら
同
六
年
ま
で
の
安
居
頭
役

を
勤
め
た
こ
の
五
名
で
あ
る
と
す
る
と
、
片
岡
内
蔵
助
・
同
五
郎
右
衛
門
が
四
分
、

谷
村
・
柏
村
・
能
村
の
六
分
で
、
各
人
均
等
に
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に

頭
役
を
勤
め
た
五
名
が
宝
永
七
年
に
ま
と
め
て
安
居
神
楽
を
主
催
し
、
そ
の
費
用

二
七
三
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を
分
担
し
、
恒
例
の
石
清
水
八
幡
宮
の
初
卯
の
御
神
楽
の
翌
日
に
安
居
神
楽
を
奉

納
し
た
と
解
釈
で
き
る
。「
京
楽
人
ふ
る
ま
い
銀
」
が
同
様
に
四
分
六
で
負
担
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
初
卯
御
神
楽
で
京
よ
り
招
い
た
楽
人
を
そ
の
ま
ま
翌
日
ま

で
留
置
き
、
安
居
神
楽
で
楽
奏
さ
せ
た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

先
に
見
た
「
安
居
御
神
事
諸
事
記
」
に
は
享
保
二
十
一
年
（
一
七
三
六
）
二
月

十
六
日
に
執
行
し
た
神
楽
の
座
列
の
図
が
あ
る
。
舞
殿
西
ノ
柱
ノ
内
に
、
高
麗
縁

の
畳
四
枚
を
敷
き
、
そ
こ
に
享
保
十
五
年
に
頭
役
を
勤
め
た
谷
村
右
京（18）

を
は
じ

め
松
田
助
治
郎
・
山
田
猪
左
衛
門
・
奥
勝
右
衛
門
等
十
一
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
松
田
綱
次
郎
等
四
名
は
、
一
段
控
え
て
記
さ
れ
、
頭
人
と
共
に
神
事
に

勤
仕
す
る
若
頭
人
か
或
い
は
相
伴
す
る
供
の
者
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
す

る
と
こ
の
時
の
頭
役
は
七
名
で
あ
る
。
こ
の
図
の
上
部
に
「
頭
人
ノ
人
数
五
六
人

ノ
時
ハ
畳
三
畳
也
、
此
度
ハ
四
畳
敷
」
と
注
記
さ
れ
、
安
居
神
楽
は
複
数
の
頭
人

で
執
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

安
永
期
か
ら
天
明
期
に
か
け
て
、
安
居
神
楽
で
の
本
頭
神
人
と
脇
頭
神
人
の
席

次
争
論
が
お
こ
っ
て
い
る
。
安
居
神
事
は
、「
朝
家
第
一
之
御
祈
祷
宮
寺
無
双
大

栄
也
、
因
茲
始
自
宮
祠
官
所
司
神
官
神
人
等
至
于
神
領
預
所
庄
官
百
姓
住
民
令
勤

仕
此
頭
者
例
也
」
と
あ
り
神
領
内
の
神
官
神
人
か
ら
百
姓
住
民
に
至
る
ま
で
身
分

を
越
え
て
頭
役
が
差
定
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
安
居
本
頭
神
人
と
脇
頭
神
人
は
、
神

事
中
の
「
小
こ
な
ら
し
」・「
口
明
き
」
だ
け
で
な
く
、
家
督
相
続
・
養
子
披
露
等

の
場
面
で
た
び
た
び
着
座
位
置
が
争
わ
れ
て
き
た（19）

。
脇
頭
神
人
は
、
比
較
的
新

し
く
八
幡
に
移
住
し
姓
を
持
た
な
い
者
が
多
い
が
、
年
月
を
経
て
次
第
に
朱
印
地

を
集
積
し
社
士
と
し
て
成
長
す
る
者
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
脇
頭
人
が
安
居
神
事

の
頭
役
を
勤
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、毎
年
安
居
頭
役
を
勤
め
終
え
た
本
・

脇
の
身
分
の
違
う
祭
主
た
ち
が
神
楽
の
場
面
に
同
席
す
る
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
争

論
と
考
え
て
よ
い
。

　

安
居
神
事
の
期
間
中
は
「
郷
の
こ
な
し
」「
町
の
こ
な
し
」「
百
姓
の
こ
な
し
」

等
の
振
る
舞
い
が
行
わ
れ
、
こ
う
し
た
様
々
な
饗
宴
は
祭
主
家
に
多
大
な
出
費
を

強
い
て
い
た
。
そ
の
う
え
神
楽
が
終
わ
っ
た
後
に
も
饗
宴
は
続
い
て
い
た
。「
神

楽
ノ
翌
日
頭
人
各
々
ソ
ノ
町
ノ
傍
輩
衆
并
ニ
ソ
ノ
新（

親
族
）族

等
ヲ
招
請
シ
、
饗
応
シ
竟

宴
ノ
儀
ア
リ
テ
、
昔
ハ
頭
人
ノ
家
々
賑
々
シ
カ
リ
シ
カ
、
元
禄
丙
子
倹
約
ノ
定
帳

ヨ
リ
以
後
コ
ノ
儀
ナ
シ
」
と
あ
り
、
安
居
神
楽
の
翌
日
に
は
、
そ
の
町
の
旁
輩
や

親
族
を
招
き
饗
応
す
る
直
会
の
儀
が
賑
や
か
に
頭
人
宅
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
倹

約
の
規
定
に
よ
っ
て
元
禄
九
年
以
降
は
取
り
や
め
に
な
っ
た
。
検
地
が
行
わ
れ
な

い
石
清
水
神
領
に
お
い
て
、
朱
印
地
所
持
者
が
蓄
積
す
る
富
を
放
出
し
、
社
務
家

を
頂
点
に
し
た
神
人
支
配
の
体
制
を
維
持
す
る
シ
ス
テ
ム
が
安
居
の
神
事
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
元
禄
の
社
領
改
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
売
買
す
る
は
ず
の
な
い
朱
印

地
が
神
人
株
と
共
に
転
々
と
移
動
し
て
い
た
。
石
清
水
の
行
政
の
中
核
的
存
在
で

あ
り
、
頭
役
を
代
々
勤
め
る
社
士
家
の
存
続
を
は
か
り
、
身
分
構
成
を
維
持
す
る

た
め
に
、
安
居
神
事
は
、
倹
約
・
簡
素
化
に
向
か
っ
て
い
た
。
神
事
本
体
の
儀
式

が
終
わ
る
と
、
安
居
神
楽
に
限
っ
て
は
頭
人
勤
仕
を
す
で
に
終
え
た
複
数
名
が
共

同
で
費
用
分
担
し
て
数
年
に
一
度
奉
納
し
た
。
開
催
の
日
は
八
幡
宮
恒
例
の
初
卯

御
神
楽
の
翌
日
に
行
う
こ
と
で
、
召
請
す
る
楽
人
等
、
恒
例
の
御
神
楽
に
準
じ
た

次
第
で
執
行
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

　
　
　

二
、
神
楽
座
神
人
の
生
業
と
諸
活
動

　
　
　
　
　
（
一
）
神
楽
座
神
人
の
生
業

二
七
四



近
世
石
清
水
地
下
神
人
神
楽
座
の
諸
様
相

　

万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
柴
座
町
の
旅
籠
屋
惣
兵
衛
の
訴
え
に
対
し
、
壇
所
町

の
町
年
寄
小
林
市
左
衛
門
が
奉
行
所
に
提
出
し
た
返
答
書
35
〈
史
料
９
〉
が
あ
る
。

三
ケ
条
に
ま
と
め
ら
れ
た
内
容
を
追
っ
て
い
く
。
ま
ず
一
つ
は
、
旅
籠
屋
惣
兵
衛

は
、
元
壇
所
町
の
与
兵
衛
の
次
男
で
、
三
十
年
前
神
楽
座
に
入
り
、
十
七
年
前
に

旅
籠
屋
惣
兵
衛
に
養
子
に
入
り
同
家
を
相
続
し
た
。
六
年
前
に
三
郎
左
衛
門
死
去

に
よ
り
神
楽
座
に
空
席
が
で
き
、
惣
兵
衛
に
神
楽
座
出
仕
を
申
し
入
れ
た
が
、
他

家
を
相
続
し
人
が
往
来
す
る
宿
で
汚
れ
た
合
火
を
扱
う
商
売
故
に
神
前
へ
の
出
仕

は
で
き
な
い
と
断
っ
た
。三
郎
左
衛
門
の
空
き
座
に
は
今
の
三
郎
左
衛
門
が
勤
め
、

惣
兵
衛
の
親
が
存
生
中
に
も
神
楽
座
の
勤
め
は
し
て
い
な
い
。

　

次
に
惣
兵
衛
が
主
張
す
る
難
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。せ
が
れ
九
郎
右
衛
門
と
は
、

与
兵
衛
の
長
男
で
惣
兵
衛
の
兄
で
あ
ろ
う
、
落
ち
か
か
り
と
あ
り
、
長
男
家
が
衰

退
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
こ
の
九
郎
右
衛
門
と
同
様
に
惣
兵
衛
も
無
理
に
出
仕

を
命
じ
る
と
、神
楽
銭
の
分
配
を
め
ぐ
っ
て
両
者
が
争
論
を
お
こ
す
恐
れ
が
あ
る
。

そ
れ
を
避
け
る
た
め
、
座
中
か
ら
市
殿
に
神
楽
銭
を
一
時
預
け
置
き
、
訴
訟
を
起

こ
す
予
定
で
あ
っ
た
が
、神
楽
銭
を
着
服
し
て
い
る
と
訴
え
ら
れ
迷
惑
し
て
い
る
。

　

最
後
に
惣
兵
衛
は
、
本
座
な
み
に
市
殿
へ
五
節
句
の
作
法
を
行
っ
て
い
る
と
主

張
し
て
い
る
が
、
五
節
句
は
誰
が
参
ろ
う
と
も
盃
を
出
す
も
の
で
あ
り
、
盃
を
盾

に
し
て
我
儘
を
言
い
募
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
本
座
な
み
と
は
、
元
か
ら
神
楽
座
に

あ
る
者
に
対
し
て
、
脇
座
・
新
座
と
称
し
、
後
か
ら
株
買
得
に
よ
っ
て
入
座
し
た

者
で
あ
ろ
う
。
こ
の
九
月
の
節
句
に
本
座
で
は
な
い
惣
兵
衛
に
は
盃
は
出
し
て
い

な
い
。市
殿
よ
り
使
者
が
来
て
惣
兵
衛
を
差
向
け
な
い
よ
う
に
申
入
れ
て
来
た
が
、

惣
兵
衛
は
承
引
せ
ず
理
不
尽
に
神
前
に
出
か
け
て
、
座
中
迷
惑
で
あ
る
と
い
う
。

本
文
書
か
ら
は
、
惣
兵
衛
は
神
楽
座
神
人
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
頑
迷
に
訴
え
、

行
動
す
る
姿
が
浮
上
す
る
。

　

惣
兵
衛
は
、
他
家
を
相
続
し
、
当
初
は
神
楽
座
出
仕
を
俗
人
の
飲
食
を
用
意
す

る
旅
籠
商
売
が
汚
れ
た
合
火
を
扱
う
こ
と
を
理
由
に
神
楽
座
出
仕
を
断
っ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
本
家
が
衰
退
す
る
の
に
乗
じ
て
、
石
清
水
の
神
人
身
分
の
権
威
を

商
売
に
利
用
し
よ
う
と
我
意
を
主
張
し
だ
す
。
日
常
的
に
合
火
を
扱
う
商
売
で
あ

る
こ
と
が
神
前
奉
仕
の
可
否
を
厳
格
に
分
別
す
る
の
で
は
な
く
、
排
除
の
理
由
に

時
に
応
じ
て
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
御
神
楽
の
楽

人
の
宿
舎
は
、
山
下
の
巣
林
庵
だ
が
、
神
楽
座
勤
仕
を
主
張
す
る
の
は
、
自
ら
経

営
す
る
旅
籠
を
楽
人
ま
た
は
そ
の
供
の
者
の
宿
泊
所
に
望
ん
だ
か
、
集
客
に
利
用

す
る
目
論
見
だ
ろ
う
か
。
神
楽
座
神
人
は
、
惣
兵
衛
の
よ
う
に
山
下
の
諸
商
売
の

町
人
・
百
姓
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
楽
人
の
接
遇
・
準
備
等
を
担
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
（
二
）
神
拝
作
法
伝
授
と
撿
知

　

神
道
に
分
類
し
た
文
書
の
な
か
に
神
楽
座
神
人
が
八
幡
宮
の
神
前
で
正
式
な
神

拝
作
法
を
伝
授
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
13
〈
史
料
1
〉
は
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）

宮
守
神
人
伴
久
金
か
ら
神
楽
座
の
九
郎
右
衛
門
尉
に
伝
授
し
た
も
の
で
あ
る
。
伴

久
金
は
、「
八
幡
宮
筆
記
」（20）

の
巻
末
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
同
年
二
月
二
十
八
日

に
邸
内
に
鎮
守
社
を
設
け
、
八
幡
宮
三
神
及
び
武
内
社
を
勧
請
し
、
神
道
奉
祭
が

許
さ
れ
て
い
る
。
伴
家
は
早
く
か
ら
吉
田
神
道
に
出
入
り
し
、と
り
わ
け
久
金
は
、

寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
か
ら
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
に
か
け
て
寿
仙
庵
玄

昌
法
橋
か
ら
「
唯
一
神
道
壇
場
荘
厳
図
」「
神
道
根
元
集
幷
深
秘
之
書
」
等
数
巻

を
授
け
ら
れ
、吉
田
神
道
の
正
統
な
系
譜
に
名
を
連
ね
て
い
た
。
慶
安
三
年
の「
御

広
間
雑
記
」
に
も
、
伴
家
か
ら
吉
田
家
へ
歳
暮
の
贈
答
が
記
さ
れ
、
吉
田
本
家
と

二
七
五



京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
号

の
師
弟
関
係
は
成
立
し
て
い
た（21）

。
吉
田
神
道
の
作
法
は
、
同
じ
七
座
組
の
う
ち

の
宮
守
神
人
伴
久
金
を
経
て
神
楽
座
の
九
郎
右
衛
門
尉
に
伝
授
さ
れ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
そ
の
後
は
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
14
〈
史
料
２
〉
と
15
〈
史
料
３
〉
の

宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
２
・
４
の
補
任
状
を
受
け
た
撿
知
の

豊
親
と
豊
高
よ
り
神
拝
作
法
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
。

　

京
都
田
辺
市
松
井
の
袖
旗
神
人
松
井
家
文
書
か
ら
神
拝
作
法
を
抽
出
す
る
と
、

延
宝
四
年
石
清
水
神
官
紀
宿
祢
豊
親
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
に
は
石
清
水
神

官
撿
知
紀
公
豊
、
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
石
清
水
神
官
撿
知
紀
豊
高
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
伝
授
さ
れ
て
い
る（22）

。
い
ず
れ
も
延
宝
四
年
以
降
は
、
同
様
に
神
拝
作
法
を

石
清
水
八
幡
宮
の
神
官
紀
氏
か
ら
受
け
て
い
る
。
御
広
間
雑
記
を
み
る
と
延
宝
二

年
（
一
六
七
四
）
十
一
月
に
は
、
石
清
水
神
官
紀
斎
が
吉
田
家
を
訪
問
し
、
以
降

吉
田
と
直
接
関
係
を
築
き
、
同
四
年
三
月
初
卯
御
神
楽
再
興
を
準
備
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
伴
家
の
よ
う
に
個
別
に
吉
田
家
へ
入
門
し
た
神
人
を
排
除

し
て
、
補
任
状
に
よ
り
神
事
奉
仕
の
神
人
身
分
を
付
与
す
る
役
職
で
あ
る
撿
知
が

神
拝
作
法
を
も
伝
授
す
る
こ
と
で
、神
官
紀
氏
に
よ
っ
て
神
事
系
神
人
を
統
率
し
、

組
織
化
し
て
い
く
過
程
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
（
三
）
壇
所
町
の
町
年
寄
と
し
て

　

安
居
頭
役
を
拝
命
し
た
神
人
家
に
安
居
合
力
米
が
支
給
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

毎
年
十
一
月
に
神
領
神
人
・
住
人
の
所
持
高
に
応
じ
て
安
居
神
事
の
費
用
を
拠
出

す
る
の
が
「
安
居
石
打
」
で
あ
る
。
郷
中
各
町
か
ら
集
約
し
て
正
明
寺
へ
持
参
し
、

そ
こ
か
ら
五
十
石
を
安
居
合
力
米
と
し
て
、
そ
の
年
の
安
居
頭
役
に
郷
中
よ
り
助

成
さ
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
安
居
神
事
は
、
八
幡
に
居
住
す
る
者
が
安
居
神
事
執
行
の
た
め
に
慶

長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
家
康
朱
印
状
を
以
て
朱
印
地
を
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

神
領
内
に
田
地
を
所
持
し
な
が
ら
他
所
へ
居
住
す
る
こ
と
は
勿
論
の
事
、
他
所
に

居
住
す
る
者
が
八
幡
の
田
地
を
買
得
す
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
慶
長
十
五

年
に
橋
本
町
落
合
忠
右
衛
門
の
高
四
十
二
石
二
斗
六
合
、
紺
座
町
片
岡
道
二
の
高

四
十
二
石
六
斗
五
升
四
合
の
闕
所
分
が
発
覚
し
、
そ
の
他
に
田
中
町
を
は
じ
め

森
・
柴
座
・
紺
座
・
園
・
山
路
・
科
手
・
生
津
等
の
落
地
も
合
わ
せ
て
百
二
十
八

石
七
斗
六
升
一
合
の
闕
所
所
分
が
橋
本
次
郎
左
衛
門
吉
正
に
よ
り
、「
安
居
田
納

帳
」
に
取
り
調
べ
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る（23）

。
そ
の
な
か
に
は
田
中
町
甚
吉
分
の

朱
印
地
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
朱
印
状
は
、
焼
失
分
十
七
通
の
朱
印
状
の
う
ち

の
一
通
に
あ
た
り
、
貞
享
の
こ
ろ
に
は
、
京
の
商
人
で
大
仏
朱
雀
町
丹
波
屋
五
郎

左
衛
門
の
所
の
半
平
が
所
持
し
て
お
り
、
半
平
の
曽
祖
父
が
八
幡
に
居
住
し
て
い

た
時
に
家
康
よ
り
頂
戴
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
発
給
時
の
慶
長
五
年
か
ら

同
十
五
年
の
取
調
ま
で
の
十
年
間
に
、
田
中
甚
吉
宛
て
の
朱
印
状
は
神
領
外
へ
持

ち
出
さ
れ
、
そ
の
朱
印
地
は
闕
所
分
と
し
て
安
居
田
納
帳
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
。

柴
座
町
万
好
宛
の
朱
印
状
も
貞
享
の
頃
に
は
山
科
厨
子
奥
村
百
姓
三
郎
右
衛
門
の

所
持
が
確
認
さ
れ
て
い
る（24）

。
こ
の
二
例
は
神
領
外
に
朱
印
状
の
所
在
が
確
認
で

き
る
事
例
で
あ
り
、
朱
印
状
所
持
者
で
あ
っ
て
も
、
神
領
外
に
移
住
す
る
こ
と
は
、

か
な
り
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
。
す
べ
て
の
朱
印
地
が
朱
印
状
に
よ
っ
て
固
定
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
人
の
移
動
や
売
買
に
よ
っ
て
流
動
的
で
あ
っ
た
。

　

安
居
田
納
帳
に
記
録
さ
れ
た
百
三
十
石
ほ
ど
の
落
ち
地
は
、
慶
長
十
六
年
か
ら

三
ケ
年
の
間
、
郷
年
寄
か
ら
安
居
神
楽
料
と
し
て
安
居
頭
人
に
渡
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
の
後
、
豊
蔵
坊
が
公
儀
へ
願
い
出
て
、
豊
蔵
坊
の
寺
領
と
し
て
払
い

二
七
六



近
世
石
清
水
地
下
神
人
神
楽
座
の
諸
様
相

下
げ
ら
れ
、
一
部
は
、
社
務
料
に
収
納
さ
れ
た
。
右
の
落
ち
地
の
う
ち
生
津
・
柴

座
・
園
町
等
の
十
三
口
の
田
地
は
惣
高
お
よ
そ
五
十
石
余
あ
り
、
こ
れ
が
寛
永
十

年
（
一
六
三
三
）
に
安
居
田
に
設
定
さ
れ
た
。
こ
れ
以
後
毎
年
安
居
合
力
米
五
十

石
が
頭
人
に
助
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
寛
永
二
十
年
の

安
居
田
は
、
五
十
石
二
斗
七
升
九
合
五
合
で
あ
っ
た
が
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）

に
は
四
十
七
石
一
斗
七
升
八
合
六
勺
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
に
は
、
四
十
二

石
六
斗
五
升
と
次
第
に
目
減
り
し
て
い
た
。郷
中
よ
り
銀
百
二
十
匁
が
公
文
所
へ
、

米
五
石
が
常
盤
方
へ
、
米
九
斗
が
仕
丁
へ
、
こ
の
三
品
は
郷
年
寄
よ
り
直
接
各
々

へ
渡
さ
れ
る（25）

。
こ
う
し
た
郷
年
寄
か
ら
渡
さ
る
は
ず
の
諸
費
の
不
足
分
は
安
居

田
の
収
納
で
は
賄
い
き
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
い
つ
し
か
神
領
内

の
住
民
に
「
郷
中
掛
り
物
」（26）

と
し
て
費
用
負
担
が
義
務
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
郷
中
掛
り
物
の
安
居
石
打
と
は
、
安
居
神
事
の
諸
費
用

に
充
当
す
る
た
め
所
持
高
に
応
じ
て
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
、
住
民
と
神
人
と
は
割

合
が
異
な
る
。
41
〈
史
料
15
〉
に
よ
り
神
人
は
、
一
石
に
つ
き
六
合
、
住
人
は
九

合
で
、
そ
の
時
の
米
相
場
で
銀
納
し
た
。
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
壇
所
町
で

は
神
人
・
住
人
合
わ
せ
て
三
斗
七
夕
五
才
六
を
米
一
石
に
つ
き
四
五
匁
の
相
場
で

銀
十
三
匁
五
分
三
厘
四
毛
○
二
を
正
明
寺
に
持
参
す
る
よ
う
郷
中
よ
り
命
ぜ
ら
れ

る
。
収
納
が
済
む
と
命
令
書
の
裏
に
受
取
書
と
郷
中
の
割
印
が
お
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
百
貫
打
に
つ
い
て
は
、
所
持
高
に
、
軒
別
と
職
人
に
対
し
て
も
課
せ
ら
れ
て

い
る
が
、
今
は
利
用
目
的
等
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
を
持
た
な
い
。

　

朱
印
地
を
買
得
す
る
と
郷
石
掛
も
次
の
土
地
所
有
者
に
引
き
継
が
れ
る
。
延
享

三
年
（
一
七
四
六
）
38
〈
史
料
12
〉
は
、
味
右
衛
門
分
の
高
二
石
三
斗
二
升
の
安

居
郷
石
懸
米
を
壇
所
町
会
所
へ
持
参
す
る
こ
と
を
河
原
崎
伊
織
に
命
じ
て
い
る
。

味
左
衛
門
と
は
、
壇
所
町
の
安
居
脇
頭
神
人
四
十
一
人
組
の
内
で
あ
り
、
そ
の
味

右
衛
門
分
の
朱
印
地
を
河
原
崎
伊
織
が
買
得
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
会
所
で
郷
石
懸

米
の
取
り
ま
と
め
に
当
た
る
町
年
寄
の
役
務
に
伴
っ
て
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ

る
。
そ
の
他
に
養
子
や
転
居
に
よ
る
送
り
手
形
や
宗
旨
手
形
、
町
定
・
帯
刀
人
の

書
上
な
ど
、
壇
所
町
の
行
政
・
自
治
に
関
係
す
る
も
の
が
あ
り
、
小
林
家
が
町
の

年
寄
役
を
勤
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
文
書
で
あ
る
。

　

神
領
内
で
毎
年
九
月
に
行
わ
れ
る
宗
旨
改
で
は
、
帯
刀
人
調
べ
が
同
時
に
行
わ

れ
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）「
帯
刀
名
前
之
覚
」
42
〈
史
料
16
〉
で
は
、
小
林

九
郎
右
衛
門
・
小
林
治
兵
衛
ほ
か
合
わ
せ
て
九
名
は
、
往
古
よ
り
の
帯
刀
の
由
緒

を
持
つ
が
、
今
は
神
事
な
ど
公
用
の
時
以
外
は
帯
刀
し
な
い
と
当
職
に
届
け
て
い

る
。
文
久
二
年
で
は
壇
所
町
年
寄
は
、
小
林
治
兵
衛
が
勤
め
て
い
る（27）

。
石
清
水

山
下
の
各
町
の
自
治
の
代
表
者
は
、
侍
層
は
「
町
行
司
」、
社
士
が
い
な
い
町
で

は
「
町
年
寄
」
と
職
名
を
付
さ
れ
て
い
た
。
町
年
寄
は
、
多
く
が
屋
号
を
も
つ
が

姓
の
な
い
町
人
で
、中
に
は
仕
丁
座
神
人
の
よ
う
に
姓
を
持
つ
下
級
神
人
が
い
た
。

こ
の
小
林
家
も
仕
丁
座
と
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
本
文
書
群
の
小
林
家
と

の
直
接
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
壇
所
町
は
、
神
楽
座
神
人
が
集
住
し
町

政
を
牽
引
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
（
四
）
壇
所
町
の
西
福
寺

　

壇
所
町
の
東
に
は
浄
土
宗
の
西
福
寺
が
あ
っ
た
。
西
福
寺
に
つ
い
て
は
『
男

山
考
古
録
』（28）

に
よ
る
と
壇
所
町
の
淸
林
菴
の
東
に
細
道
が
あ
り
、
園
道
へ
至
る

「
立
枯
橋
」
と
い
う
石
橋
が
か
か
る
。
細
道
を
隔
て
た
東
に
西
福
寺
が
あ
る
。
高

四
石
二
斗
六
合
の
朱
印
地
を
所
持
す
る
淨
土
宗
三
十
六
ヶ
寺
組
の
内
で
、
本
尊

二
七
七



京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
号

は
毘
沙
門
天
像
の
古
像
を
安
置
し
、
護
国
寺
堂
内
に
あ
る
増
長
天
像
と
同
寸
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
護
国
寺
四
天
王
像
の
一
体
で
あ
る
と
考
古
録
の
著
者
長
濵
尚
次
は

推
定
し
て
い
る
。
台
座
に
は
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）「
京
大
仏
工
原
田
喜
内
再

興
」
の
墨
書
が
あ
る
。
胎
内
背
面
に
あ
る
銘
札
に
は
「
再
興
施
主
辻
村
久
右
衛

門
・
彦
兵
衛
」（29）

と
あ
り
、
神
楽
座
の
中
に
は
、
辻
村
氏
も
あ
り
、
辻
村
久
右
衛

門
は
、
神
楽
座
神
人
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
台
座
名
と
同
時
期
と
考
え
る
と
、

本
尊
は
壇
所
町
の
神
楽
座
神
人
に
よ
っ
て
修
復
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。
天
明
六
年

（
一
七
八
六
）
43
〈
史
料
17
〉
に
は
、
西
福
寺
の
毘
沙
門
堂
が
大
破
し
、
建
物
普

請
の
た
め
に
頼
母
子
講
で
資
金
調
達
の
願
書
が
惣
代
津
国
屋
治
兵
衛
に
よ
っ
て
当

職
に
提
出
さ
れ
た
。
西
福
寺
毘
沙
門
堂
は
十
八
世
紀
中
頃
に
は
、
壇
所
町
に
集
住

す
る
神
楽
座
神
人
に
よ
っ
て
維
持
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

十
八
世
紀
中
頃
の
景
観
を
描
く「
石
清
水
八
幡
宮
全
図
」の
壇
所
部
分（
二
八
一

頁
）
を
み
る
と
、
考
古
録
が
記
す
よ
う
に
西
福
寺
が
所
在
し
、
二
間
四
方
の
瓦
葺

の
毘
沙
門
堂
が
確
認
で
き
る
が
、
今
そ
の
あ
た
り
は
長
尾
八
幡
線
、
バ
ス
道
路
交

差
点
付
近
で
あ
る
。
毘
沙
門
堂
は
、
現
在
壇
所
町
の
浄
土
宗
寺
院
念
佛
寺
の
山
門

の
西
脇
に
、
石
垣
を
高
く
積
み
上
げ
た
上
に
移
転
し
て
い
る
。
堂
内
の
本
尊
毘
沙

門
天
像
は
、
像
高
お
よ
そ
一
六
〇
糎
、
一
木
割
矧
造
、
古
色
の
ど
っ
し
り
し
た
体

躯
を
持
ち
、
平
安
時
代
中
期
の
作
と
い
う
。

　

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
の
念
佛
寺
文
書（30）

に
よ
る
と
、
本
堂
庫
裏
な
ど
念

佛
寺
の
堂
宇
は
明
治
元
年
正
月
戊
辰
の
兵
火
で
悉
く
焼
失
、
境
内
に
は
仮
建
物
と

毘
沙
門
堂
が
記
さ
れ
て
い
る
。
西
福
寺
毘
沙
門
堂
は
戊
辰
の
兵
火
を
免
れ
、
明
治

十
年
頃
に
は
念
佛
寺
に
移
転
し
て
い
た
。
そ
の
後
西
福
寺
は
明
治
二
十
五
年
に
廃

寺
、
跡
地
は
田
地
と
な
っ
た
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

神
楽
座
神
人
の
史
料
か
ら
、
安
居
神
楽
や
神
人
の
役
務
を
通
覧
し
て
き
た
。

　

神
子
は
、石
清
水
の
支
配
層
を
構
成
す
る
神
官
紀
氏
一
族
の
女
性
が
出
仕
し
た
。

神
子
は
、
宮
廷
の
内
侍
所
神
楽
に
は
な
い
女
神
子
の
歌
舞
を
奉
納
し
、
こ
れ
が
石

清
水
の
神
楽
の
特
徴
で
あ
り
、
近
世
に
継
承
さ
れ
て
い
た
。

　

神
楽
座
神
人
は
、
神
楽
を
奏
楽
す
る
の
で
は
な
く
、
京
よ
り
招
い
た
楽
人
の
世

話
を
神
子
と
共
に
行
う
な
ど
、
神
楽
の
裏
方
的
存
在
で
あ
っ
た
。
日
常
は
、
山
下

の
町
々
で
百
姓
町
人
と
し
て
生
活
し
、
安
居
神
事
に
か
か
る
負
担
金
の
取
り
ま
と

め
、
宗
門
改
等
の
様
々
な
調
書
の
提
出
、
壇
所
町
の
寺
院
の
維
持
管
理
な
ど
、
壇

所
町
の
年
寄
と
し
て
行
政
を
担
っ
て
い
た
。

　

指
出
検
地
を
も
と
に
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
、
近
世
を
通
し
て
検
地
が
行
わ
れ
な

か
っ
た
神
領
に
お
い
て
、
神
人
の
蓄
財
放
出
を
目
的
に
し
た
安
居
神
事
は
、
神
領
支

配
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
慶
長
五
年
よ
り
毎
年
連
綿
と
行
わ
れ
て
い
た
。
神
事
の
後
に

奉
納
さ
れ
る
安
居
神
楽
は
い
つ
か
ら
執
行
さ
れ
た
か
は
不
明
だ
が
、
安
居
神
事
の
一

環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
安
居
神
楽
は
恒
例
の
初
卯
神
楽
に
合
わ
せ
て
、

数
年
に
一
度
挙
行
さ
れ
る
臨
時
の
祭
儀
で
、
神
事
執
行
を
終
え
た
複
数
の
頭
人
が

祭
主
と
な
っ
た
。
祭
主
に
は
身
分
が
違
う
本
頭
・
脇
頭
神
人
が
同
席
す
る
こ
と
に

な
り
席
次
争
い
と
な
っ
て
い
た
。
総
体
い
く
つ
も
の
饗
宴
を
伴
な
う
安
居
神
事
は
、

次
第
に
倹
約
・
負
担
軽
減
、
簡
素
化
に
向
か
っ
て
い
た
。
一
方
で
、
石
清
水
独
自
の

御
神
楽
に
合
わ
せ
た
安
居
神
楽
に
つ
い
て
は
、
数
年
間
を
要
し
て
も
数
人
の
祭
主
で

体
裁
を
整
え
ら
れ
る
ま
で
、
開
催
を
み
あ
わ
せ
て
い
た
と
も
い
え
る
。

　

石
清
水
で
は
、
初
卯
御
神
楽
再
興
の
後
に
、
放
生
会
や
臨
時
祭
も
復
活
し
、
そ

二
七
八



近
世
石
清
水
地
下
神
人
神
楽
座
の
諸
様
相

こ
で
も
神
楽
が
奉
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
再
興
に
至
る
幕
府
や
尾
張
藩
と
の
関

わ
り
、
朝
廷
祭
祀
の
復
興
を
目
指
す
天
皇
の
意
思
は
、
石
清
水
で
は
実
際
ど
の
よ

う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
か
、
神
人
組
織
の
構
造
と
合
わ
せ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
今
後
の
課
題
と
考
え
る
。

　
【
註
】

（
1
）「
楽
家
禄
」
巻
之
四
十
三
、年
中
奏
楽
目
録
第
十
四
（『
復
刻
日
本
古
典
全
集
』

　
　

五
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
、
現
代
思
潮
新
社
、
二
〇
〇
七
年
）

（
2
）拙
稿
「
近
世
石
清
水
八
幡
宮
に
お
け
る
吉
田
神
道
の
受
容
と
社
務
家
」（『
京

　
　

都
府
立
大
学
学
術
報
告
』
人
文
第
六
十
八
号
、
二
〇
一
六
年
）

（
3
）拙
稿
「
近
世
石
清
水
八
幡
宮
の
所
司
発
給
文
書
に
み
る
神
人
身
分―

六
位
禰

　
　

宜
森
本
家
旧
蔵
文
書
を
中
心
に―

」（『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
』
人
文
第

　
　

六
七
号
、
二
〇
一
五
年
）

（
4
）安
居
神
事
と
家
康
朱
印
状
に
つ
い
て
は
、
鍛
代
敏
雄
「
中
近
世
移
行
期
の
石

　
　

清
水
八
幡
宮
と
幕
府
・
将
軍―

安
居
神
事
を
め
ぐ
る
政
治
交
渉―

」（『
戦
国

　
　

史
研
究
』
第
六
一
号
、
二
〇
一
一
年
）。
拙
稿
「
石
清
水
八
幡
宮
領
に
お
け

　
　

る
門
前
町
の
自
治
と
尾
張
藩
家
老
志
水
家
」
第
一
節
（『
尾
張
藩
社
会
の
総

　
　

合
研
究
』
六
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年
）。
大
量
の
朱
印
状
発
給
と
寛

　
　

文
印
知
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
東
昇
「
近
世
石
清
水
八
幡
宮
の
神
人
文
書
と

　
　

文
書
認
識
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
構
造
認
識
と
編

　
　

成
記
述
』
思
文
閣
出
版
二
〇
一
四
年
）
ほ
か
。

（
5
）石
清
水
八
幡
宮
『
石
清
水
八
幡
宮
史
』
第
六
輯
、
七
座
知
行
分　

八
七
七
頁

（
6
）拙
稿
「
近
世
石
清
水
八
幡
宮
の
石
高―

新
史
料
「
八
幡
宮
筆
記
」
を
中
心
に

　
　

―

」　
（『
京
都
府
立
総
合
資
料
館
紀
要
』
三
十
六
号
、
二
〇
〇
八
年
、
史
料

　
　

翻
刻
）

（
7
）前
掲（
5
）、九
〇
五
頁
。
朱
印
状
を
め
ぐ
る
度
重
な
る
争
論
を
き
っ
か
け
に
、

　
　

元
禄
三
年
社
領
改
で
、
各
自
の
朱
印
状
の
石
高
と
実
際
の
土
地
売
買
の
状
況

　
　

が
取
り
調
べ
ら
れ
た
。

（
8
）前
掲
（
5
）、
八
七
六
頁

（
9
）八
幡
市
教
育
委
員
会
・
石
清
水
八
幡
宮
『
石
清
水
八
幡
宮　

諸
建
造
物
群
調

　
　

査
報
告
書
』
本
文
編
、
二
〇
〇
七
年
、
第
六
章
資
料
一
〇
六
頁

（
10
）「
御
神
楽
着
座
之
次
第
」
石
清
水
八
幡
宮
文
書　

杉
雑
‐
二
九
、
石
清
水
八

　
　

幡
宮
蔵
、（『
石
清
水
八
幡
宮
史
料
叢
書
』
四
、四
三
五
頁
）

（
11
）京
都
府
庁
文
書
、
明
五
‐
五
八
‐
一
「
士
族
編
入
願
」、
京
都
府
立
京
都
学
・

　
　

歴
彩
館
蔵

（
12
）前
掲
（
9
）

（
13
）寛
永
年
中
遷
宮
料
之
儀
争
論
双
方
之
書
付
（
石
清
水
八
幡
宮
『
石
清
水
八
幡

　
　

宮
史
料
叢
書
』
五
、
造
営 

遷
宮 

回
禄
、
五
二
七
頁
～
）

（
14
）『
石
清
水
八
幡
宮
史
』
第
三
輯
春
冬
二
季
恒
例
御
神
楽
、
七
九
八
頁
。
中
本

　
　

真
人「
中
世
の
御
神
楽
と
縁
起
」（『
中
世
文
学
』第
五
十
六
号
、二
〇
一
一
年
）、

　
　

同
「
石
清
水
八
幡
宮
寺
の
初
卯
の
御
神
楽
に
対
す
る
一
考
察
」（『
藝
能
』
第

　
　

一
七
号
、
通
巻
四
百
三
十
四
号
、
二
〇
一
一
年
）

（
15
）小
林
茂
美
「
石
清
水
八
幡
宮
の
神
楽
」（『
国
史
大
辞
典
』）「「
安
居
神
楽
」　

　
　

は
男
山
八
幡
で
十
二
月
朔
日
か
ら
十
五
日
ま
で
潔
斎
す
る
安
居
当
人
の
執
行

　
　

す
る
も
の
」
と
し
て
い
る
が
、
神
事
期
間
と
神
楽
執
行
日
は
必
ず
し
も

二
七
九



京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
号

　
　

同
一
で
は
な
い
。
黒
川
道
祐
『
日
次
紀
事
』（
愛
媛
大
学
）http://w

w
w

.
　
　

lib.ehim
e-u.ac.jp/H

IN
A

M
I/12/index.htm

）

（
16
）「
安
居
御
神
事
諸
事
記
」
石
清
水
八
幡
宮
文
書　

御
文
庫
八
五
（
通
番

　
　

一
六
四
四
）、
石
清
水
八
幡
宮
蔵

（
17
）「
天
下
安
居
神
事
之
記
」
石
清
水
八
幡
宮
文
書
御
文
庫
Ｂ
六
（
通
番

　
　

一
六
七
二
）。
安
居
神
事
は
寿
永
元
年
（
一
一
八
二
）
源
頼
朝
の
命
に
よ
る

　
　

志
水
忠
国
の
奉
幣
神
事
を
由
来
と
し
て
、
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
～
文
保

　
　

二
年
（
一
三
一
八
）、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
～
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）

　
　

の
記
録
が
残
る
安
居
頭
人
名
を
書
き
上
げ
て
い
る
。
な
お
宝
永
七
年
の
十
二

　
　

月
に
安
居
神
事
の
頭
人
を
勤
め
た
の
は
、
谷
村
吉
左
衛
門
で
あ
る
。

（
18
）「
安
居
合
力
米
之
事
」「
安
居
頭
役
差
定
」「
八
幡
宮
寺
符
」
の
三
点
の
個
人

　
　

蔵
文
書
に
よ
り
、
享
保
十
五
年
十
二
月
谷
村
右
京
藤
原
光
伴
の
安
居
頭
役
勤

　
　

仕
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
19
）八
幡
市
『
八
幡
市
誌
』
第
二
巻
第
五
編
第
一
章
第
二
節
安
居
祭
の
復
活
と
八

　
　

幡
地
下
人
、
一
九
八
〇
年

（
20
）前
掲
（
6
）

（
21
）前
掲
（
2
）

（
22
）「
神
拝
之
作
法
」
1
‐
2
‐
10
延
宝
四
年
。
1
‐
26
‐
0
～
2
寛
延
元
年
。

　
　

1
‐
26
‐
3
宝
永
七
年
。（
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
『
松
井
幸

　
　

信
家
文
書
目
録
』
二
〇
一
〇
年
）

（
23
）石
清
水
八
幡
宮
御
文
庫
八
一
（
通
番
一
六
四
〇
）「
安
居
田
納
帳
」、
石
清
水

　
　

八
幡
宮
蔵

（
24
）「
朝
野
旧
聞
裒
藁
」
第
九
巻
、
東
照
宮
御
事
蹟
、
自
慶
長
三
年
九
月
至
慶
長

　
　

五
年
七
月
、（『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
、
特
刊
第
一
、
汲
古
書
院
、

　
　

一
九
八
三
年
）

（
25
）前
掲
（
16
）

（
26
）「
永
代
譲
り
渡
し
申
す
田
地
之
事
」
文
政
十
年
十
二
月
（
個
人
蔵
文
書
）
は
、

　
　

土
地
売
買
証
文
の
雛
型
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
巣
林
庵
に
た
い
し
て
本
米
、

　
　

後
に
朱
印
地
を
買
得
し
た
者
が
支
払
う
修
理
料
、
郷
中
掛
り
物
で
あ
る
安
居

　
　

石
打
、
こ
の
三
つ
の
負
担
が
朱
印
地
買
得
者
に
は
毎
年
義
務
付
け
ら
れ
、
修

　
　

理
料
と
郷
中
掛
り
物
は
町
会
所
で
取
り
ま
と
め
の
う
え
正
明
寺
へ
納
め
ら
れ

　
　

る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
27
）前
掲
（
4
）、
拙
稿
「
石
清
水
八
幡
宮
領
に
お
け
る
門
前
自
治
と
尾
張
藩
家

　
　

老
志
水
家
」、
四
四
八
頁
、
別
表
２
「
門
前
自
治
役
職
名
一
覧
」

（
28
）長
濵
尚
次
「
男
山
考
古
録
」（
石
清
水
八
幡
宮
『
石
清
水
八
幡
宮
史
料
叢
書
』

　
　

一
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
四
年
）

（
29
）念
佛
寺
住
職
福
井
純
史
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
西
福
寺
に
つ
い
て
は
森
本
信

　
　

富
「
森
之
町
及
旦
所
町
古
考
録
」
大
正
九
年
、
念
佛
寺
蔵
に
よ
っ
た
。

（
30
）「
実
際
取
調
書
」
明
治
十
一
年
八
月
、
念
佛
寺
文
書
88
、
念
佛
寺
蔵

　

石
清
水
八
幡
宮
研
究
所
鍛
代
敏
雄
・
西
中
道
両
氏
に
は
、
特
例
と
し
て
史
料
閲

覧
の
便
宜
を
、
ま
た
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
渡

辺
信
一
郎
氏
に
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
な
お
、古
文
書
目
録
・
翻
刻
史
料
は
「
地

域
史
料
研
究
会
や
わ
た
」
の
諸
氏
と
の
協
同
作
業
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。
そ
の
ほ

か
お
名
前
を
揚
げ
ら
れ
な
か
っ
た
多
く
の
方
々
の
ご
助
力
を
得
た
。
末
筆
な
が
ら

こ
こ
に
謝
意
を
表
す
。

二
八
〇



近
世
石
清
水
地
下
神
人
神
楽
座
の
諸
様
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
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京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
号

翻
刻
史
料

〈
史
料
１
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
13
】

　
　
　

神じ
ん
ば
い
の
さ
ほ
う

拝
之
作
法

先ま
づ
じ
ゆ
う

二
揖

次つ
ぎ
に
さ
ん
じ
ゅ
お
ほ
は
ら
ひ

三
種
太
祓

「（
朱
筆
）十

宝
印
」

　
　

吐と

ほ普　
　

加か

み身　
　

依ゑ

み身　
　

多た

め女

　
　

寒か
ん
ご
ん言　

　

神し
ん
そ
ん尊　

　

利り
こ
ん根　

　

陀だ
け
ん見

　
　

波は
ら
ひ
た
ま
い

羅
伊
玉
意　
　

喜き
よ
め
で
た
ま
ふ

餘
目
出
玉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柏か
し
わ
で手　

大小

次つ
ぎ
に
の
つ
と

祝
詞

掛か
け
ま
く
も
か
し
こ
き
は
ち
ま
ん
さ
ん
じ
ょ
だ
い
じ
ん
く
う
の

毛
畏
岐
八
幡
三
所
大
神
宮
乃

廣ひ
ろ
ま
ゆ
に
お
そ
れ
み
お
そ
れ
み
も
ま
う
し
て
ま
う

前
仁
恐
美
恐
美
毛
申
弖
申

佐さ
く
い
つ
て
ん
あ
ん
せ
ん
し
か
い
へ
い
じ
ゃ
う
べ
つ
し
て
ハ

久
一
天
安
全
四
海
平
定
別
弖
者

小こ
ば
や
し林

九
郎
右
衛
門
安あ

ん
の
ん
そ
く
さ
い
ゑ
ん

穏
息
災
延

命め
い
し
そ
ん
は
ん
え
い
あ
く
じ
さ
い
な
ん
を

子
孫
繁
栄
悪
事
災
難
於　

除の
ぞ
き
す
て
ゝ
か
な
い
は
ん
じ
や
う
ふ
く
ろ
く
さ
い
わ
い

捨
弖
家
内
繁
昌
福
禄
幸

現げ
ん
ぜ
に
せ
に
ょ
い
ま
ん
ぞ
く
し
ょ
ぐ
わ
ん

世
二
世
如
意
満
足
諸
願

成じ
や
う
じ
ゅ
の
む
ね
を
よ
る
の
ま
も
り
ひ
る
の

就
之
旨
於
夜
乃
守
晝
乃

護ま
も
り
に
ま
も
り
さ
い
わ
い
た
ま
へ
と
か
ぐ
ら
の
じ
に
ん

仁
守
幸
給
止
神
楽
之
神
人

小
林
九
郎
右
衛
門
尉
重し

げ
よ
し吉

恐お
そ
れ
み
お
そ
れ
み
も
ま
う
す

美
恐
美
毛
申
春

次つ
ぎ
に
か
し
わ
で

柏
手　

小大

次つ
ぎ
に
い
ち
ゆ
う

一
揖

　
　
　
　

退た
い
さ
ん散

　
　
　
　
　
　

以
上

　

慶
安
弐
年

　
　
　

今
月
吉
辰

　
　
　

宮
守
太
夫
大
伴
宿
祢
久
金

　
　
　
　
　
　
　

九
郎
右
衛
門
尉
殿

〈
史
料
２
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
14
】

　
　
　

神
拝
之
作
法

先
鳥
居
勤
行　

左
立
一
揖　

身
曽
貴
太
祓

　
　
　
　

「（
朱
筆
）根

本
印
」

　
　

神
詠　
　
　

ち
は
や
ふ
る
わ
か
心
よ
り
す
る
わ
さ
を

　
　
　
　
　
　
　

い
つ
れ
の
神
か
よ
そ
に
見
る
へ
き

次
沓
揖　

呪ジ
ュ
モ
ン文

曰　

前ゼ
ン
シ
ュ
シ
ャ
ク

朱
雀

次
座
揖　

同　
　
　

後ゴ

ゲ

ン

ム

玄
武

次
二
拝　

同　
　

左サ
セ
イ
リ
ウ

青
龍　

右ウ

ヒ

ク

コ

白
虎

次
身
曽
貴
太
祓
一
座

　
「（

朱
筆
）根

本
印
」

次
中
臣
祓　
　

一
座

次
三
種
太
祓　

十
二
座
「（

朱
筆
）有

口
伝
」

次
柏
手　

大小　

二

二
八
二



近
世
石
清
水
地
下
神
人
神
楽
座
の
諸
様
相

次
祝
詞

次
柏
手　

小大　

二

次
二
拝　

座
揖　

沓
揖　
　

呪
文
同
前

　
　

退タ
イ
サ
ン散　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
官
紀
宿
祢

延
宝
四
暦
正
月
十
五
日　
　
　
　

  

豊
親
（
印
）

　
　
　

神
拝
之
次
第

先
左
立　
　
　

一
揖

次
三
種
太
祓　

一
座　
　

口
伝

次
柏
手　
　

大小　

二

次
祝
詞

次
柏
手　
　

小大　

二　
　

次
一
揖

　
　
　

以
上

　
　

丙　
　

　
　

辰

年
正
月
十
五
日　
　
　
　

豊
親
（
印
）

〈
史
料
３
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
16
】

　
　

永
代
か
い
申
作
敷
之
事

壱
所

ハ

字
は（

番

賀

）

ん
か
、
壱
石
二
斗
舛

ハ

地
子
舛
也
、

同
六
升
、
本
や
く
其
方
様

へ

出
申
候
め（

免

役

カ

）

ん
や
い

之
儀

ハ

、
天
下
壱
と（

一

統

干

損

水

損

）

う
ひ
そ
ん
水
そ
ん　

之
時
ハ
、

た
ち
み
可
仕
候
、
右
之
下
地
丁
銀
子
六
百
目

永
代
か
い
申
候
壱
石
二
斗
懸
物
、
ま
い
年

出
可
申
候
、
右
之
下
地
年
貢
不（

無
沙
汰
）

さ
た　

仕
候
ヘ
ハ
、

永
代
此
方
へ
し（

進

退

）

ん
た
い
被
返
候
事
、
仍

而

状

右
之
下
地
永
代
其
方
作
敷
に
て
候　
（
花
押
）

如
件　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

能
村
二
郎
左
衛
門
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　

正
保
四
年
極
月
廿
五
日　
　
　

小
林
九
郎
右
衛
門
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

参

〈
史
料
４
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
17
】

　
　
　

本
物
借
状
之
事

合
銀
子
五
百
拾
匁
借
用
申
所
実
正
明
白
也
、
此
質
物

ニ
代
々
家

ニ
相
伝

リ
候
、

御
神
楽
座
之
知
行
八
斗
四
升
七
合
之
所
書
入
申
候
、
此
百
姓
作
人
戸
津
村
仁
右
衛

門
と
申
者

ニ
而

候
、
右
之
知
行
永
代
其
方
へ
可
被
相
納
候
、
自
今
以
後
違
乱
妨
申

間
敷
候
、
何
時

ニ
而

も
本
銀
調
法
い
た
し
借
銀
相
立
候
ハ
ヽ
、
右
之
知
行
無
相
違

此
方

ヘ
取
返

シ
申
約
束

ニ
候
、
仍
本
物
借
状
如
件

　
　
　

寛
文
拾
年 

 

　
　

か
り
主

九
郎
右
衛
門
（
印
）

　
　
　

戌　

ノ

十
二
月
一
日  

  　
　

口
入

孫
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　

  

玄
證
房
参 

　
　
　
　
　
　

使
久
右
衛
門
（
印
）

〈
史
料
５
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
18
】

　
　
　

本
物
借
状
之
事

合
銀
子
七
百
目
借
用
申
所
実
正
也
、
右
之
質
物

ニ
某
代
々
家

ニ
相
伝

リ
候

御
神
楽
座
之
知
行
壱
石
壱
斗
六
升
六
合
之
所
証
文

ニ
書
入
申
候
、
此
百
姓
作
人

ハ

二
八
三



京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
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人
文
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第
七
十
号

二
階
堂
村
左
小
と
申
者

ニ
而

候
、
右
之
知
行
永
代
其
方
へ
可
被
相
納
候
、
自
今
以

後
違
乱
妨
申
間
敷
候
、
若
何
時

ニ
而

も
本
銀
調
法
い
た
し
候

而
借
銀
相
立
候
ハ
ヽ
、

右
之
知
行
無
相
違
此
方

ヘ
取
返

シ
申
約
束

ニ
候
、
仍

而
本
物
借
状
如
件

　
　
　

寛
文
拾
年 

       　
　

 

か
り
主

九
郎
右
衛
門
（
印
）

　
　
　

戌　

ノ

十
二
月
一
日 　
　
　

   　
　

 

口
入

孫
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　

玄
證
房
参　
　
　
　
　
　
　
　
　　

  

使

久
右
衛
門
（
印
）

〈
史
料
６
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
19
】

　
　
　

譲
状
之
事

一
、
其
方
親
九
郎
右
衛
門
殿
手
前
よ
り　

御
神
楽
座
之
知
行
高
弐
石
八
斗
之
所
、

此
納
弐
石
壱
升
也
、
此
知
行
本
物

ニ
此
方

江
我
等
買
得
仕
候
、
則
知
行
売
券

状
ニ
此
証
文
ヲ
相
添
其
方
ヘ
永
代
譲
申
候
間
、
無
恙
所
務
可
致
候
者
也
、

仍
如
件

　
　
　

元
禄
三

庚　

午

年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増　

祐　
（
印
）

　
　
　
　

六
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　

九
郎
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　

仁
右
衛
門
参

〈
史
料
７
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
27
】

　
　
　

借
用
申
銀
子
之
事

一
、
銀
弐
貫
目
也　
　
　

利
足
月
九
匁
、

　
　

右
者
西
福
寺
修
覆
銀
、
此
度
無
拠
要
用

ニ
付
、
借
用
申
処
実
正
明
白
也
、
銀

子
返
済
之
儀

者
来

ル
寅
十
二
月
十
五
日
限
、
元
利
共
取
揃
急
度
皆
済
可
仕
候
、

万
一
済
方
相
滞
候
得

者
印
形
者
よ
り
相
弁
、
聊
御
損
難
相
掛
申
間
敷
候
、
為

後
日
借
用
一
札
仍

而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

借
用
人

　
　
　

慶
応
元

丑

年
十
二
月　
　

 　
　
　

  

松
屋
清
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
　

塩
屋
勘
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　

西
福
寺

　
　
　
　
　
　

御
世
話
方
中

〈
史
料
８
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
34
】

　
　
　

日
の
と
う
わ（

詫
ぶ
カ
）

ふ
う

銀
子
合
百
三
拾
目　

斗
米
ノ

算
用
ニ　
　

わ
ひ
事
仕
渡
リ
申
候

　

又
京
か（

楽

）く
衆
へ
座
付
と
申
五
□
□（
百
文
力
）

　

と
う
屋
か
ら
い（

出

）て
申
候

　

惣
市
大
夫
両
人
わ
ぶ
う

　

合
七
拾
九
匁
四
分　

惣
市
分

　

合
五
拾
目
六
分　
　

大
夫
分

　

右
之
内
仕
丁
衆
へ
壱
石
取
申
由
申
候
を

　

こ
れ
も
と
り
分
い（

出

）て
申
候
、
わ
す
れ
候
て
両
人

　

し
て
、
わ
き
ま
へ
わ
た
し
申
候

　

七
匁　

惣
市
ゟ
い（

出

）て
申
候

　

五
匁　

大
夫
方
ゟ
い（

出

）て
申
候

　

壱
石
ハ
京
衆
へ　

惣
市

太
夫　

両
人
中
分　

の
ほ
せ
申
候

寛
永
四
年
十
一
月
四
日

二
八
四



近
世
石
清
水
地
下
神
人
神
楽
座
の
諸
様
相

〈
史
料
９
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
35
】

　
　
　
　

乍
恐
返
答
仕
候

一
、
柴
之
座
之
町
は
た
ご
や
惣
兵
衛
目
安
差
上
申
候

ニ
付
、
御
裏
書
頂
戴
仕
候
、

全
我
等
押
領
仕
義

ニ
無
御
座
候
、則
惣
兵
衛
義

ハ
檀
所
之
町
与
右
衛
門
次
男

ニ
而

三
十
年
以
前

ニ
御
神
楽
座
へ
座
入
仕
候
処
、
紛
無
御
座
候
、
然
と
も
十
七
年

以
前

ニ
は
た
こ
や
惣
兵
衛
と
申
も
の
ゝ
所
へ
養
子

ニ
参
候

而
、他
之
家
を
つ
ぎ
、

は
た
こ
や
を
仕
罷
有
候
、
就
其
六
年
以
前

ニ
三
郎
左
衛
門
相
果
申
候
時
、
座

の
あ
き
御
座
候

ニ
付
、
惣
兵
衛
座
へ
出
可
申
と
申
候
へ
と
も
、
他
之
家
を
つ

ぎ
殊

ニ
往
来
之
宿
を
仕
候
ヘ

ハ
、
け
か
れ
た
る
相（

合
火
）火

を
も
む
さ
と
ま
し
わ
り

申
商
売
仕
候
故
、
御
神
前
へ
出
申
義
な
り
不
申
候

ニ
付
、
三
郎
左
衛
門
あ
と

へ
ハ

今
之
三
郎
左
衛
門
出
申
候
、
且
今
惣
兵
衛
出
可
申
も
の

ニ
而

御
座
候
ハ
ヽ

六
年
以
前
殊

ニ
お
や
存
生
之
時
出
可
申
処

ニ
其
時
さ
へ
出
し
不
申
候
を
、
又

候
哉
か
や
う
成
よ
こ
し
ま
を
申
上
候
御
事

一
、
我
等
へ
難
題
を
申
掛

ケ
候
義

ハ
せ
か
れ
九
郎
右
衛
門
落
懸
リ
に
て
、
御
神
前

へ
致
出
仕
候
へ

ハ
、
出
ま
じ
き
惣
兵
衛
も
致
出
仕
御
神
楽
之

（
マ
マ
）参

候
へ

ハ
む
り

に
役
を
仕
申
候
、
其
上
神
楽
銭
わ
け
口
を
九
郎
右
衛
門
取
可
申
ふ
ん
を
惣

兵
衛
取
可
申
と
神
前

ニ
而

致
相
論
を
候

（
う
か
が
ウ
） 

ニ
付
、
論
を
や
め
可
申
た
め
に
座
中

ゟ
一
殿
へ
尓
今
預

ケ
置
御
座
候
、
内

ハ々
此
方
ゟ
御
訴
訟
可
申
上
と
奉
存
候

処
ニ

返
答

ニ
罷
成
我
等
を
相
手
之
や
う
に
申
上
候
へ

而

、
何
と
も
め
い
わ
く
仕

候
御
事

一
、
惣
兵
衛
ほ
ん
座
な
ミ
に
一
殿

へ
五
節
句
之
作
法
仕
候
様

ニ
申
上
候
へ
と
も
、

一
切
左
様
之
儀

ニ
ハ

無
御
座
候
、
五
節
句
な
と
に

ハ
誰

ニ
か
き
ら
す
礼
に
参
候

ヘ
ハ

盃
を
出
し
さ
し
被
申
候
、
か
や
う
の
義
を
か
う
に
た
て
我
ま
ゝ
を
申
候

故
、
当
九
月
之
節
句

ニ
も

礼
ニ

参
候
へ
と
も
惣
兵
衛

ニ
ハ

盃
を
さ
し
不
被
申
候
、

其
上
一
殿
ゟ
度
々
以
使
出
申
間
敷
と
被
申
候
へ
共
、
何
事
も
承
引
不
仕
理

不
尽

ニ
出
申
候
、
兎
角
他
之
家
を
つ
ぎ
け
か
れ
た
る
商
売
仕
候
も
の
、
此
座

へ
出
申
義
何
と
も
座
中
め
い
わ
く
仕
候
御
事

　
　
　

右
之
趣
一
殿
并
座
中
被
為
召
出
被
為
聞
召
分

　
　
　

被
下
候
ハ
ヽ
難
有
可
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　

万
治
弐
年

亥

十
二
月
六
日 　

壇
所
町

小
林
市
左
衛
門
（
印
）

　
　
　

御
奉
行
様

〈
史
料
10
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
36
】

　
　
　

御
神
楽
下
行

一
、米
三
石
三
斗　
　

壱
ツ
前

　
　
　

内
役
人
へ
渡
し
前

一
、六
斗　
　

京
楽
人
へ

　

 

六
斗
八
升　
　
　

惣
ノ
市
殿

　

 

弐
斗
三
升
壱
合　

権
ノ
市
殿

　
 

壱
斗
九
升
壱
合　

二
殿　

　
 

壱
斗
九
升
壱
合　

三
殿

　

 
壱
斗
九
升
壱
合　

せ
ん
殿

　

 

四
升
壱
合　
　
　

お
す
へ

 　

六
升
弐
合　
　
　

ち
く
へ

　

 

六
升
弐
合　
　
　

さ
う
く
前

 

八
口
〆

二
八
五



京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
号

　
　

 

壱
石
六
斗
四
升
九
合

　
　

 
五
升
五
合　
　
　

両
庵
へ
志
ゆ
行

　
　

 
六
升
三
合　
　
　

仕
丁

　
　

 

四
升
五
合　
　
　

か
う
た
う

　
　

 

四
升
五
合　
　
　

三
く
わ

　
　

 

四
升
五
合　
　
　

ふ
し
や
う

　
　

 

四
升
五
合　
　
　

ふ
し
や
う

　
　

 

五
合　
　
　
　
　

馬

　

七
口
〆

　
　

 

三
斗
壱
合

　
　

 

七
斗
五
升　
　
　

大
夫
取
分

右
惣
合
三
石
三
斗

　

是
ハ
右
か
く
ら
壱
座
分

　

諸
役
人
下
行
配
分

延
宝
三
年
（
二
年
の
誤
記
カ
）

寅
ノ

　
　

十
一
月
吉
日

〈
史
料
11
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
37
】

　
　
　

神
役
之
書
上
ケ

一
、
高
弐
石
八
斗　
　
　

神
楽
座
神
人

勾
当
太
夫

　
　

御
代
々
様
御
朱
印
奉
頂
戴
候

　
　
　

石
清
水
八
幡
宮
於
御
神
前

ニ

天
下
御
安
全
之

　
　
　

御
神
楽
年
中
相
勤
申
候
、
以
上

　
　
　
　

正
徳
元
年
七
月
十
七
日　

小
林
仁
右
衛
門

　

御
奉
行
様

〈
史
料
12
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
38
】

　
　
　

高
二
石
三
斗
弐
升

一字

、
高　

壱
石

一字

高

木

、
高　

九
斗
二
升

一字

地

子

、
高　

四
斗

　
　
　

合
弐
石
三
斗
二
升
也

　
　

右
味
右
衛
門
分
郷
石
掛
之
田
地
也
、
壇
所
之
町
会
所

へ

出
申
候
、

　
　

当
年
ゟ
其
元
ゟ
会
所
へ
御
出

シ

可
被
成
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

小
林　

誰

　
　
　

延
享
三

丙　

寅

年　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
九
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
月

　
　
　
　
　
　

河
原
崎
伊
織
殿

〈
史
料
13
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
39
】

　
　
　
　
　

覚

一
、
従
往
古
神
職
上
座
之
家

ハ
京
都
寄
役
火
事
役

ニ
ハ

不
出
申
、
下
座
之
百
姓
出

勤
候
所
、
此
度
当
役
年
寄
辻
村
仁
兵
衛
・
同
久
左
衛
門
両
人
同
心

ニ
て

古
法

ヲ
や
ぶ
り
京
役

ニ
上
座

ヲ
出

シ
候

与
申
、
則
小
林
九
郎
右
衛
門
・
河
村
惣
十

郎
両
人
出
不
申
、
年
寄
両
人

与
口
論
致
候
得

者
、
町
中
弐
拾
軒
余
之
下
座
之

二
八
六



近
世
石
清
水
地
下
神
人
神
楽
座
の
諸
様
相

者
与

年
寄
両
人
同
心

ニ
て

神
職
家

江
向
後
下
役
致
さ
セ
申
度
候

与
、
下
座
之
百

姓
一
統

ニ
而

正
月
廿
七
日

ニ
御
当
職
様

江
御
願

ニ
百
姓
罷
出
候
所
、
同
廿
九
日

ニ
檀
所
之
町
年
寄
神
職
弐
三
人
罷
可
出
候

与
御
差
紙
来

り
候
処
、
年
寄
辻
村

仁
兵
衛
・
小
林
九
郎
右
衛
門
・
河
村
惣
十
郎
三
人　

御
当
職
様

江
罷
出
御

役
人
片
岡
頼
母
様
被
仰
候
様

ハ
、
此
度
百
姓
之
願
其
意
不
得
候
間
、
様
子

有
候
か
と
被
仰
候
所
、
小
林
九
郎
右
衛
門

与
河
村
惣
十
郎
両
人
神
職
家

ハ
往

古
ゟ

下
役

ニ
出
不
申
候
所
ま
き
れ
無
御
座
候
段
、
壇
所
之
町
・
根
元
町
儀
つ

ま
ひ
ら
か

ニ
申
上
候
故
、
御
役
人
御
聞
届

ケ
被
成
、
古
法
古
来
之
通
急
度
相

守
リ

地
役
た
り
共
下
役

ハ
百
姓
下
座
百
姓

ヲ
可
出
候
、
神
職
人

ハ
相
応
之
役
可

致
候

与
年
寄
辻
村
仁
兵
衛

ニ
百
姓
之
願
書
御
戻

シ
被
成
御
当
職
之
仰

ニ
て

候
与

、

百
姓
共

ニ
急
度
申
可
付
候
、
上
座

も
下
座

も
古
法
之
通
向
後
急
度
相
守

り
候
段

被
仰
付
候
、
為
後
日
相
違
無
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　

 

延
享
四

卯
年
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
九
十
郎　
　
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
村
惣
十
郎　
　
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
市
左
衛
門　
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

辻
村
左
兵
衛　
　
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
九
郎
右
衛
門（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沢
四
郎
左
衛
門　
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
村
五
兵
衛　
　
（
印
）

〈
史
料
14
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
40
】

　
　
　

神
楽
座
入
之
定
書

一
、
餅　
　

壱
重　
　

但
シ

三
升
を
二
ツ
取

一
、
す
　ゞ

か
た
し　

但
シ

五
合
入

　

右
之
通
座
中

江

賦
リ

可
被
申
事

一
、
仲

ケ

間
座
入
之
儀
是
迄

者

振
舞
い
た
し
候
得
共
時
節
悪
敷
候
故
、

　
　

向
後
倹
約
を
相
守

り

振
舞
之
儀
向
後
互

ニ

相
止
メ
可
申
事

一
、
親
子
座
入
相
済
候
共
、
右
之
通
為
持
可
遣
事

　

右
之
条
々
相
定
遣
し
候
上

者

、
堅

ク

可
被
相
守
者
也

宝
暦
八
寅
年
二
月　
　
　
　

三（
マ
マ
）

官
大
夫

〈
史
料
15
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
41
】

　
　
　
　
　
　
　

神
人
六
合

　

安
居
石
打　
　

住
人
九
合

　
　
　
　
　
　
　

米
相
場
四
拾
五
匁　

一神

人、
高
弐
拾
三
石
八
斗
四
升

　
　

此
米
壱
斗
四
升
三
合
○
四
才

一住

人、
高
拾
七
石
五
斗
弐
升
四
合　

　
　

此
米
壱
斗
五
升
七
合
七
夕
壱
才
六

二
口
合
米
三
斗
○
○
七
夕
五
才
六

　
　

此
銀
拾
三
匁
五
分
三
厘
四
毛
○
弐

右
之
銀
来

ル

廿
八
日
正
明
寺
江
可
有
持
参
候
、
以
上

　

宝
暦
十
庚
辰
年
十
一
月　
　
　
　
　
　

郷
中
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　

檀
所
町

二
八
七



京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
号

　
（
裏
書
）

　
「
表
書
之
通

（
割
印
）受

取
候
者
也
」

　
　
　
　
　
　
　

石
ニ

壱
匁
八
分

　
　
　
　

百
貫
打
家

ニ
三
匁

　
　
　
　
　
　
　

銭
壱
匁
ニ　

六
拾
四
文

一
、
高
四
拾
壱
石
三
斗
六
升
四
合

　
　

此
銀
七
拾
四
匁
四
分
五
厘
五
毛
弐

一
、
家
拾
四
軒
半

　
　

此
銀
四
拾
三
匁
五
分

一
、
職
人
弐
人

　
　

此
米
壱
升

　
　

此
銀
四
分
五
厘

三
口
合
銀
百
拾
八
匁
四
分
○
五
毛
弐

右
之
銀
来

ル

廿
八
日
正
明
寺

へ

可
有
持
参
候
、
以
上

　

宝
暦
十
庚
辰
年
十
一
月　
　
　
　
　
　

郷
中
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　

檀
所
町

　
（
裏
書
）

　
「
表
書
之
通

（
割
印
）受

取
候
者
也　

」

〈
史
料
16
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
42
】

　
　
　

帯
刀
名
前
之
覚

 
 

 
 

 

小
林
九
郎
右
衛
門 

（
印
）

 
 

 
 

 

辻
村
佐
兵
衛 

（
印
）

 
 

 
 

 

小
林
市
左
衛
門 

（
印
）

 
 

 
 

 

辻
村
仁
兵
衛

 
 

 
 

 

辻
村
孫
左
衛
門 

（
印
）

 
 

 
 

 

小
林
治
兵
衛 

（
印
）

 
 

 
 

 

小
林
三
郎
左
衛
門 

（
印
）

 
 

 
 

 

上
嶋
与
兵
衛 

（
印
）

 
 

 
 

 

上
嶋
七
郎
兵
衛 

（
印
）

右
之
者
共
従
往
古
帯
刀
仕
来

リ
候
得
共
、
身
上
不
如
意

ニ
付
当
時

帯
刀
不
仕
候
、
併
御
神
事
公
用
之
節

者
帯
刀
仕
候
、
以
上

 
 

 
 

 

辻
村
仁
兵
衛 

（
印
）

　
　

明
和
二
年
酉
九
月 

 
 

小
林
九
郎
右
衛
門 

（
印
）

 
 

 
 

 

辻
村
佐
兵
衛 

（
印
）

　

御
当
職
様

　
　
　

御
役
人
中
様

〈
史
料
17
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
43
】

　
　
　
　

乍
恐
御
願
奉
申
上
口
上
覚

一
、
当
町
内
西
福
寺
毘
沙
門
堂
及
大
破
、
甚
難
渋
仕
罷
在
候
得
共
、
近
年
打
続
困

　
　

窮
之
時
節

与
申
、
一
向
普
請
等
仕
候
儀
難
及
、
自
力
講
中
打
寄
色
々
相
談
も

仕
候
得
共
致
方
無
御
座
、
依
之
此
度
他
力
助（

マ
マ
）情

取
逃
、
頼
母
子
相
勤
申
度

奉
存
候

ニ
付
、
向

（
マ
ヽ
）論

月
六
ケ
度
宛
相
勤
申
度
奉
存
候
、
此
儀
頼
母
子
候
得
共

此
節
御
穏
便
中
之
御
事
、
人
寄
等
仕
候
儀

ニ
御
座
候
故
、
御
届
御
願
奉
申
上

二
八
八



近
世
石
清
水
地
下
神
人
神
楽
座
の
諸
様
相

候
、
何
卒
以
御
慈
悲
御
容（

マ
マ
）許

被
為
成
下
候
ハ
ヽ
、
一
統
難
有
仕
合

ニ
奉
存
候
、

以
上　

　
　
　

天
明
六
午
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
中
惣
代

　
　
　
　

霜
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

津
国
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

治
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　

御
当
職
様

　
　
　
　
　
　

御
役
人
中
様

　
　
　
　
　

右
之
趣
御
願
申
上
度
申
候
付
奥
印
仕
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壇
所
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

辻
村
仁
兵
衛
（
印
）

〈
史
料
18
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
45
】

　
　
　
　
　
　
　

 

定 

書

此
度
町
内
次
郎
左
衛
門
義
、
当
文
化
十
三
年

子
九
月
宗
旨
印
形

ニ
付
、　

中
御
当

職
様

ヘ
宗
旨
帳
面
奉
差
出
候
処
、
御
役
人
中
様
被
成
御
尋
候

者
、
町
内
次
郎
左
衛

門
儀
是
迄
名
字
帯
刀
書
差
出
候

者
神
楽
座
宮
守
座

ニ
候
哉
、
□
御
尋
被
成
候
処
、

則
年
寄
ゟ
中

ケ
間
之
者

ニ
而
者

無
之
趣
申
上
候
処
、即
刻
右
次
郎
左
衛
門
御
召
被
遊
、

其
方
是
迄
名
字
帯
刀
書
差
出
候

者
格
別
由
緒

も
是
有
哉
御
聞
糺
被
遊
候
処
、
次
郎

左
衛
門
一
言
之
申
分
無
之
、
仍

而
以
後
名
字
帯
刀
書
御
差
留
被
仰
付
、
則
年
寄

へ
も
右
以
来
町
役
之
者
相
心
得
候
様
、
被
仰
付
奉
畏
候

而
御
請
申
上
置
候
、
仍

而

当
年
よ
り
宗
旨

者
平
同
様

ニ
相
認
奉
差
上
置
候
以
来
之
処
、
中
ケ
間
一
統

ニ
右
被

相
心
得
候
、
右
一
件

ニ
付
為
心
得
一
書
、
書
残
置
申
候
事

　
　
　

文
化
十
三
年
子
九
月 

 
 

小
林
市
右
衛
門 

（
印
）

 
 

 
 

 

小
林
小
左
衛
門 

（
印
）

 
 

 
 

 

辻
村
市
之
助　

 

（
印
）

　
　
　
　
　
　

小
林
九
郎
右
衛
門
殿

〈
史
料
19
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
46
】

　
　
　
　
　

 

覚

 
 

 
 

 

小
林
市
右
衛
門 

（
印
）

 
 

 
 

 

小
林
九
郎
右
衛
門 

（
印
）

 
 

 
 

 

小
林
小
左
衛
門 

（
印
）

 
 

 
 

 

辻
村
市
之
助 

（
印
）

　
　

右
宮
守
神
楽
座
従
往
古
帯
刀

　
　

仕
来
候

ニ
付
、
乍
恐
以
書
附
奉
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年  

寄
小
林
九
郎
右
衛
門 

（
印
）

　
　
　

文
政
元

寅
年
九
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

同 

小
林
市
右
衛
門　

 

（
印
）

　
　

御
当
職
様

　
　
　

御
役
人
中
様

〈
史
料
20
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
49
】

　
　
　

山
城
国
綴
喜
郡
八
幡

一
、
家
数
弐
拾
八
軒

一
、
寺
壱

ケ
寺
、
尼
壱
人

二
八
九



京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
号

一
、
人
数
合
百
七
人

　
　
　

男
五
拾
三
人

　
　
　

女
五
拾
四
人

　
　

右
之
者
当
丁
人
数
当

午
五
月
改
当
年
以
上

　
　

書
面
之
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上

　
　
　

文
政
五

午
年
六
月　
　
　
壇
所
之
町
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
九
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
小
左
衛
門

　
　

御
当
職
様

　
　
　
　

御
役
人
中

〈
史
料
21
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
50
】

　
　
　
　
　

法
類
請
一
札

一
、
今
般
西
福
寺
無
住

ニ
付
、
拙
寺
法
類
清
壽
儀
致
住
職
候
、
然

ル
上

者
公
儀
表
御

法
度

者
勿
論
、
宗
門
如
法

ニ
為
相
守
可
申
候
、
万
一
当
人
身
上

ニ
付
異
返
有
之

節
者

何
時

ニ
而
も

法
類

江
引
取
其
元
方

江
少

も
御
苦
労
相
掛

ケ
申
間
敷
、
為
後
日
一

札
仍

而
如
件

　
　
　

文
政
五

午
五
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
奈
良
村

 
 

 
 

 
 

正
光
寺
（
印
）

　
　
　
弾
正
町

　
　
　
　

九
郎
右
衛
門
殿

　
　
　
同
所

　
　
　
　

小
左
衛
門
殿

〈
史
料
22
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
78
】

　
　

古
キ

日
記

ヲ
以
テ　

う
つ
し
を
く

も
の
な
り
　

参
石
三
斗

ニ
付
京

へ　

　
　
　
　

壱
ツ
ニ
付

六
斗
ツ
ヽ 

か（
楽
）く

人
衆

六
百
八
拾
文 

惣
ノ
一
殿

弐
百
三
十
一
文 

元
ノ
一
殿

百
九
拾
壱
文 

弐
殿

百
九
拾
壱
文 

三
殿

百
九
拾
壱
文 

せ
ん
し
と
の

四
拾
壱
文 

御
す
ゑ

　
　
　
此
内
よ
り
六
拾
壱
文
ツ
ヽ

百
廿
二
文　
　
　
　
御
中
之
物

　
　
　
　

太
夫

へ
被
下
候

六
拾
二
文 

ち
く

六
拾
二
文 

さ
う
く
ま
い

　
　
　
此
内
よ
り
三
拾
壱
文
ツ
ヽ

六
拾
二
文 

た
ち
か
わ
り

 

太
夫

へ
被
下
候

五
拾
五
文　

両
座

へ
参

 
 

し
ゆ
行

六
拾
二
文 
仕
丁

二
九
〇



近
世
石
清
水
地
下
神
人
神
楽
座
の
諸
様
相

弐
百
七
拾
七
文 

太
夫

四
拾
五
文 

こ
う
た
う

四
拾
五
文 
さ
ん
く
わ

四
拾
五
文 
ふ
し
や
う

四
拾
五
文 

ふ
し
や
う

五
文 

 

馬

〈
史
料
23
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
81
】

　
　
　

合
男
弐
人

一
、
浄
土
宗
念
仏
寺
（
印
） 

 

辻
年
六
十
弐
才村

左
兵
衛
（
印
）

一
、
同　
　

同 
 

 

女
年
五
十
七
才房

一
、
同　
　

同 
 

 

女
年
廿
壱
才子　

ふ
ゆ

　
　

合
三
人
内

男
壱
人

女
弐
人

一
、
浄
土
宗
西
福
寺
無
住　
　
　
留
主
居

白年
六
十
五
才

保
（
印
）

　
　

惣
家
数　

三
拾
弐
軒

　
　
　

外
寺
壱
ケ
寺

　
　

惣
人
数　

百
廿
四
人

　
　
　

内

〈
史
料
24
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
82
】

　
　
　

神
楽
済
請
分　

弐
石
四
斗
六
升
四
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
ろ
と
く
分

三
斗　

か
く
人　

一
ど
の
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ
め
し
代　

ろ
う
さ
両

　
　
　
　
　
　
　
　

樂
人
ろ
う
さ
両

三
升　

伊
兵
衛
よ
り　

樂
人

ゆ
め
し　

ろ
う
さ
両　

五
斗
ハ
京
ヘ
つ
か
い
分　

一
ど
の
ゟ
被
下
候

　

惣
合　

三
石
弐
斗
九
升
四
合

　
　
　
　
　
　
　
　

一
ろ
取
候
分

か
ゝ
り
物
石
ニ
付
壱
匁
八
分
五
厘　

　
　
　

弐
石
四
斗
六
升
四
合
分

　
　
　
　
　
　
　
　

四
匁
五
分
五
厘
二
毛

〈
史
料
25
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
83
】

八
幡
宮
下
遷
宮
正
遷
宮

御
神
楽
せ（

銭

）ん
、
合
廿
四
石

を
下
遷
宮
之
時
三
石

さ（

造

作

料

）

う
さ
り
や
分

ニ

う
け
取
申
候

を
、
下
せ
ん
宮
之
神
楽
せ
ん

と
御
申
候
て
、
拾
二
石
を
御

渡
シ
な
く
候
、
正
遷
宮
之

神
楽
せ
ん
拾
二
石
御
渡
シ

被
成
候
、
則
此
内

ニ
而

二
石
五
斗

京
之
か
く
に
ん

ニ

五
人
ヘ
渡
シ

の
こ
り
斗

ヲ

わ
け
申
候
、
日
記

二
九
一



京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
号

拾
弐
石

万
か
ゝ
り
物
引　
　
　
　
　
　

但
石

ニ

付
三
十
二
匁
九
分
ツ
　ヽ

此
銀
子
三
百
九
十
四
匁
八
分

　

□
三
匁

引
〆　

三
百
九
十
壱
匁
八
分

此
内
京
之
か
く
に
ん
五
人
へ

差
し
引
〆
三
百
九
匁
六
分

此
内
百
六
十
四
文　

惣
市
分

引
〆　

百
四
十
五
匁
五
分
六
リ
ン

　
　
　
　
　

御
神
楽
座
中
分

　
　
　

八
月
廿
二
日　

惣
市
（
花
押
）（
印
）

　
　

寛
永
拾
壱
年

　
　
　
　

後
大
夫
参

〈
史
料
26
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
87
】

　
　
　

安
居
御
神
楽
出
勤
人
数

　
　
　

従
四
位
下
壱イ

キ岐
守

篳ひ
ち
り
き篥　

　
　
　
　
　

安ア
ベ
ス
エ
ト
ミ

倍
季
福ヨ

　
シ
 

　
　
　

同　
　
　

摂セ
ッ
ツ津

守

本
拍ビ

ヤ
ウ　

子　
　
　
　

多ブ
ン

久
冨ヨ

シ
ト
　
ミ
 

　
　
　

正
五
位
下
三ミ

カ
ハ河

守

篳
篥　
　
　
　
　
　

安
倍
季ス

エ
タ
ケ武

　
　
　

同　
　
　

讃サ
ヌ
キ岐

守

人ニ
ン
チ
ヤ
ウ長　

　
　
　
　
　

多ブ
ン
タ
ヾ
ナ
ガ

忠
壽ヒ

　
サ
 

　
　
　

同　
　
　

近ヲ
ヽ
ミ江

守

笛フ
エ　

　
　
　
　
　
　

大ヲ
ヽ
カ
カ
ゲ
ム
ラ

神
景
村

　
　
　

従
五
位
上
豊ブ

ン
ゴ後

守

和ハ
ゴ
ン琴　

　
　
　
　
　

多ブ
ン

久
音オ

ト

　
　
　

同　
　
　

播ハ
リ
マ磨

守

笛　
　
　
　
　
　
　

大ヲ
ヽ
ガ
カ
ゲ
ト
シ

神
景
敏ハ

ル
 

　
　
　

正
六
位
下
左
近
衛
将セ

ウ
ゲ
ン監

末
拍
子　
　
　
　
　

多ブ
ン　

久
矩ノ

リ

〈
史
料
27
〉【
神
楽
座
神
人
小
林
家
旧
蔵
文
書
94
】

（
表
紙
）

「　
　
　

宝
永
弐
年

　
　

安
居
神
楽
覚
帳

　
　
　
　
　
　

酉 

二
月
一
日　
　

」

　

米
よ
せ

ハ

一
ろ
う
所

ニ
而

　

晩
め
し
有
座
中

一
、 

米
三
石
三
斗
也

一
、 
六
斗
八
升  

惣
市

一
、 
弐
斗
三
升
一
合 

権
之
市

一
、 

壱
斗
九
升
一
合 

二
殿

一
、 

壱
斗
九
升
一
合 

三
殿

二
九
二



近
世
石
清
水
地
下
神
人
神
楽
座
の
諸
様
相

一
、 
壱
斗
九
升
一
合 

せ
ん
殿

一
、 
四
升
一
合  

お
す
ゑ

一
、 

六
升
弐
合  

ち
く

一
、 

六
升
弐
合  

さ
う
く
前

（ 

右
八
人
前

  

一
石
六
斗
四
升
九
合

（ 

こ
れ
ハ
壱
石
六
斗
五
升
内
ゟ
出

  

一
、 

六
斗
一
ろ
う
ゟ
京
楽
人

神 

楽 

座
中
へ
出
す
米
覚　

壱
人
前
ニ
付

一
、 

四
升
五
合
ツ
ヽ
四
人
へ
出
す

四
口
合

一
、 

壱
斗
八
升

山
上一

、 

五
升
五
合　

両
座
し
ゆ
行

一
、 

六
升
壱弐

合　
　
　

仕
丁

一
、 

五
合　

座
之
遣

馬
は
ら
い
ど
う

　

右
通
神
楽
壱
ツ
ニ
付
而
事

　

合
三
斗
壱ニ

合

　

 

京
楽
人

へ

ふ
れ
申

ハ

（ 

一
、 

一
ろ
う
や
く
也
、
そ
れ
ゆ
へ

　

 

惣
之
市
か
た
ゟ
米
壱
斗
取
也

　

御
神
楽
参

る

晩

（　

其
晩
め
し
し
や
う
じ

　

一
、 

一
ろ
う
所

二
而

座
中
ふ
る
ま
い

（ 

此
覚
ハ
き
□
而
ハ
仕
立

  

一
、 

明
日
惣
之
市
所
座
中
ふ
る
ま
い

右
ハ

市
殿　
　

一
ろ
う
へ　

両
方
へ

晩
め
し
一
ろ
う

あ
さ
め
し
ハ
惣
市

楽
人
を
ふ
る
ま
い
申
候

只
今
ハ
ふ
る
ま
い
代

銀
ニ
而
参　

京
樂
人
へ

　
　

 

明
日
あ
さ
め
し
代

一
、 

銀
壱
枚　

惣
之
市
方
ゟ
出

下
る
日
晩
め
し
代

一
、 

弐
拾
五
匁　

一
ろ
う
方
ゟ
出

　

京
楽
人
か
ご
せ
ん
銀
五
匁

　

一
、 

銀
子
弐
拾
壱
匁
五
分

　
　

是
ハ
三
ツ
壱
分　

一
ろ
う

　
　
　
　

三
ツ
二
分　

惣
之
市

　
　
　

右
両
人
ゟ
出

　

七
分
市
殿
三
分
一
ろ
う
出
す

二
九
三



京
都
府
立
大
学
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術
報
告
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人
文
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第
七
十
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今
ハ
半
分
懸

　

御
当
む
様
へ
茂

　

礼
銭
出
シ

　
　

京
楽
人
之
や
ど
へ

　
　

礼
銀
両
方
ゟ
出
シ

　

楽
人
ま
う
榊さ

か
き木

ハ

　

へ
い
付

而

一
ろ
う
出
す

　

や
た
の
か
ゝ
み
ハ
惣
ノ
市
出

シ

　

一
日
前
日
今
ハ
二
本

　
　

榊
木
三
本
ツ
ヽ
ゆ
わ
へ
て

　
　

へ
い
付

而

と
う
人
之
数

　
　

何
ほ
ど

ニ
而

も
壱
わ
ツ
ヽ

　
　

楽
人

ニ

渡
而

楽
一
也

　
　

其
晩

ニ

座
付

而

か
ら

　
　

楽
人
中

　
　

神
楽
中
間
中　

　
　

榊さ
か
き木　

壱
本
へ
い
付

而

　
　

人
数
有
ほ
ど
一
ろ
う
出
す

　

今
ハ
ま
い
こ
が
た
う
人
榊
渡
す

　
　

け
ん
は
い
神
座
ゟ
致

　
　

わ
き
た
う
之
覚

　
　

川
口
村

一
、 

弐
石
八
斗
也

　
　

 

内
壱
石
四
斗　

惣
之
市

　
　

 

内
壱
石
四
斗　

一
ろ
う

　
　

 

是
ハ
市
殿
ゟ

一
、 

六
升
五
合
一
ろ
う
へ
取

　
　

 

今
日
取
不
申
候

　
　

 

ふ
る
ま
い

　
　

 　

右
之
通

右
れ千

と
後
と
五
と
五
と
な

ハ
半
分
ツ
　ヽ
　

　

安
居
神
楽
参

　
　
惣
之
市
ニ

　

明
あ
さ
め
し
座
中
市
殿

ニ

　

一
ら
う
之
子

も

息
参

　

ふ
る
ま
い
有
子
共

　

座
入
仕

而
茂

一
ら
う

　

之
子
之
外
ハ
不
参

　

一
ら
う
之
ふ
る
ま
い
参

　

其
外
米
よ
せ

ニ

も

　

両
方
へ
ふ
る
ま
い
へ
参

　

右
両
方
之
米
よ
せ

ニ
ハ

雇
入
仕
候
ヘ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ふ
る
ま
い
参

二
九
四



近
世
石
清
水
地
下
神
人
神
楽
座
の
諸
様
相

　
　

宝
永
七
年

　
　

と
ら
之

　
　

十
一
月
す
へ
卯
日

　
　

み
神
楽
之
あ
く
る
日

　
　

あ
ん
こ
神
楽
参

　
　

か
た
お
か
蔵
之
助

　
　

同　
　
　

五
郎
右
衛
門

　

御
神
楽
九
郎
右
衛
門
其
外

　
　
　
　
　

右
相
済

　
　

谷
村
弥
七
郎

　
（ 

柏
村
左
兵
衛　

こ
れ
三
ツ

九
兵
衛

　
　

能
村
主
計

　
　

し
よ
じ
之
米
は
ら
い

　
　

五
ツ
ノ
内
四
分
六
分
ニ
は
ら
い

　

座
中
へ

　
　

し
よ
じ
の
ふ
る
ま
い
ハ
座
中

　
　

後
之
一
ら
う
や
く

　
　

京
楽
人
ふ
る
ま
い
銀

　
　

両
方
四
分
六
分

　
　

右
五
ツ
之
付
三
ツ
ハ
六
分
し
よ
じ

　
　
　
　
　
　
　

二
ツ
ハ
四
分
し
ょ
じ

　
　
　
　

小
林
仁
右
衛
門　

ひ
か
へ

二
九
五



京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
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人
文
」
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七
十
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神楽座神人小林家旧蔵古文書目録
史料
番号 文書名 年月日 西暦 形状 差出人 宛名 備考 分類

1 補任状 延宝 3 年正月 10 日 1675 竪紙 神官紀宿祢検知豊親（花押）
（印）

勾当大夫小林九郎右衛門尉
重満

包紙上書「補任　小林九郎
右衛門尉」、石清水八幡宮
寺御神楽座職

補任

2 補任状 貞享 3 年 12 月 18 日 1686 竪紙 神官紀朝臣検知豊親（花押）
（印） 勾当大夫小林仁右衛門尉

包紙上書「補任　勾当大
夫」、石清水八幡宮寺御神
楽座職　　　　　

補任

3 補任状 享保元年 12 月 16 日 1716 竪紙 神官検知従五位下行土佐守
紀季豊（花押）（印） 勾当大夫小林九郎右衛門

包紙上書「補任」、石清水
八幡宮寺御神楽座職　　　
　　

補任

4 補任状 宝暦 8 年 3 月朔日 1758 竪紙 神官検知従五位下行和泉守
豊高（印） 勾当大夫小林仁右衛門延勝 石清水八幡宮寺御神楽座職 補任

5 補任状 文政 10 年 12 月 1813 竪紙 正四位下近江守紀朝臣直養
（花押）（印）

勾当太夫小林半兵衛尉橘重
光 石清水八幡宮寺御神楽座 補任

6 補任状 弘化 3 年 9 月 11 日 1846 竪紙 検知従四位下筑前守紀朝臣
豊興（花押）

勾当太夫小林九郎右衛門橘
重富

包紙上書「補任」、石清水
八幡宮寺御神楽座　　　 補任

7 補任状 明治 2 年 8 月 11 日 1869 竪紙 神官検知従五位上紀宿祢豊
宣（花押）（印） 小林九十郎橘重暉 石清水八幡宮御神楽座 補任

8 〔補任状包紙〕 ― ― 包紙 ― ― 上書「八幡宮補任　御神楽
座神人通継」 補任

9 〔補任状包紙〕 ― ― 包紙 ― ― 上書「補任」（水損等によ
り膠着） 補任

10 〔補任状包紙〕 ― ― 包紙 ― ― 上書「補任」（水損等によ
り膠着） 補任

11 補任状 天和 2 年 7 月 12 日 1682 竪紙 依幼少用印判、公文所（印）松田五郎兵衛尉秀道 石清水八幡宮寺苻　駒形神
人職 補任

12 補任状 安永 9 年 8 月 11 日 1780 竪紙 神苻務公文所 岡本勘治藤原美啓 石清水八幡宮寺符　駒形神
人長職 補任

13 神拝之作法 慶安 2 年 1649 折紙 宮寺大夫大伴宿祢弥久金 九郎右衛門尉殿 祝詞あり 神道

14 神拝之作法 延宝 4 年正月 15 日 1676 折紙 神官紀宿祢豊親（印） ― 別に「神拝の次第」あり 神道

15 神拝之作法 宝暦 8 年 5 月 11 日 1758 折紙 石清水神官検知従五位下紀
豊高（印）

神楽座神人小林仁右衛門延
勝 神道

16 永代かい申作敷之事 正保 4 年 12 月 25 日 1647 竪紙 能村二郎左衛門（花押） 小林九郎右衛門尉参 字はんか、1 石 2 斗、舛ハ
地子舛 貸借

17 本物借状之事 寛文 10 年 12 月 1 日 1670 竪紙
かり主九郎右衛門（印）・
口入孫左衛門（印）・使久
右衛門（印）

玄澄房（坊）参 御神楽座知行を質に銀子借
用 貸借

18 本物借状之事 寛文 10 年 12 月 1 日 1670 竪紙
かり主九郎右衛門（印）・
口入孫左衛門（印）・使久
右衛門（印）

玄澄房（坊）参 神楽座知行を質に銀子借用 貸借

19 譲状之事 元禄 3 年 6 月 2 日 1690 竪紙 増祐（印）・九郎右衛門（印）仁右衛門参 御神楽座の知行買得　 貸借

20 預り申銀子之事 享保 11 年 12 月 24 日 1726 竪紙 九郎右衛門（印） 谷村右兵衛殿 御朱印之内下奈良本米二階
堂村佐小分を質につき 貸借

21 証文之事 享保 15 年 4 月 6 日 1730 竪紙
請人なまず村勘四郎（花
押 ）・ 実 父 伊 勢 屋 源 兵 衛

（印）・同母きよ（印）
小林九郎右衛門殿 当三月十九日出生の娘かね

を不通養子につき 町年寄役

22 送り一札 宝暦 9 年 5 月 1759 竪紙 山路町年寄小寺喜六（印） 壇所町　　　　　　　　　
　　　　御年寄中 茂兵衛転宅につき 町年寄役

23 預り申銀子之事 宝暦 10 年 12 月 11 日 1760 切紙 壇所町吉郎兵衛（印） 長浜新右衛門殿 丁銀 222 匁 7 分 4 厘、来る
巳 12 月元利返済につき　 貸借

24 済証文之事 天明 8 年 2 月 1788 竪紙 本人壇所町九郎右衛門・孫
才二郎他４名

京都法然院御知事中清水喜
内殿 借用銀減額にて返済につき 貸借

25 請取覚 天明 8 年 2 月 1788 竪紙 京都獅子谷法然院・八幡山
下昌玉庵役人清水喜内（印）

本人壇所町九郎右衛門殿・
御世話人同町茂兵衛殿・御
世話人同町徳兵衛殿・古証
文請人生津七重郎殿

返済銀受取及び田地証文戻
しの請書 貸借

26 永代譲り渡申居屋鋪之事 文政 13 年 11 月 1830 竪紙 譲り主与左衛門 ― 金子 5 両で高 5 斗 2 升の居
屋敷 貸借

27 借用申銀子之事 慶応元年 12 月 1865 竪紙 借用人松屋清兵衛・請人塩
屋勘兵衛 西福寺御世話方中 銀弐貫目　西福寺修理銀　

利足月九朱 西福寺

28 請合証文之事 明治 2 年 12 月 21 日 1869 竪紙 ノムラ西村新之丞 八わた小林由兵衛殿 かの義古手商売致度、壱ケ
年の仕送りにて請合 貸借

29 〔知行譲状断簡〕 ― ― 切紙 増祐 仁右衛門参 前欠。知行の外銀子・衣類・
諸道具残らず譲る 貸借

30 預申事 い（亥）12 月 27 日 ― 竪紙
吉兵衛（印）・久次郎（印）・
徳兵衛（印）・吉郎兵衛・
小兵衛（印）

― 丁銀 81 匁借用、ね（子）9
月切返済につき 貸借

31 預申銀子事 ― ― 竪紙
長次郎（印）・小兵衛（印）・
吉郎兵衛・証人久次郎・徳
兵衛・喜兵衛

柏村助右衛門様 文銀 90 目借用につき 貸借

32 一札 未年 12 月 24 日 ― 竪紙 本人壇所九郎右衛門（印）・
請人生津七右衛門（印） 昌玉庵様御役人衆中 銀 23 匁 1 分借用につき 貸借

33 持寄講落札銀借用一札之事 ― ― 竪紙 ― ― 下 書 き、（ Ｎ o.52 ～ 54 関
連カ ?）　銀子 900 匁 講

寛永 4 年 11 月 4 日 1627 竪紙 ― ― 惣ノ市・太夫両人合銀 130
目 神楽座34 日のとうわふう

万治 2 年 12 月 6 日 1659 継紙 檀所町小林市左衛門（印） 御奉行様
はたごや惣兵衛神楽座出
座、けがれの火交わり商売
につき

神楽座35 乍恐返答仕候

延宝 3 年寅ノ 11 月（延
宝 2 寅の誤記カ） 1674 折紙 ― ― 惣合 3 石 3 斗　かくら壱座

分諸役人下行配分 神楽座36 御神楽下行
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37 神役之書上ケ 正徳元年 7 月 17 日 1711 竪紙 小林仁右衛門 御奉行様 神楽座神人勾当大夫代々朱
印高 2 石 8 斗 神楽座

38 高二石三斗弐升（郷石掛米
覚） 延享 3 年 9 月 1746 竪紙 小林誰・小林九郎右衛門 河原崎伊織殿 味右衛門分田地郷石掛を壇

所会所へ出す 町年寄役

39 覚 延享 4 年正月 1747 継紙
小林九十郎（印）・河村惣
十郎（印）・小林市左衛門

（印）他 4 名
―

神職上座（壇所町・根元町）
下座（百姓）、古法やぶり
争論につき

町年寄役

40 神楽座入之定書 宝暦 8 年 2 月 1756 竪紙 三官大夫 ― 仲間座入賦り物、振舞倹約
につき 神楽座

41 〔安居石打・百貫打銭持参命
令書〕 宝暦 10 年 11 月 1760 竪紙 郷中（印） 檀所町 裏書に受取と割印あり 町年寄役

42 帯刀名前之覚 明和２年９月 1765 竪紙
辻村仁兵衛（印）・小林九
郎右衛門（印）・辻村佐兵
衛（印）

御当職様御役人中様
小林九郎右衛門（印）・辻
村佐兵衛（印）・小林市左
衛門（印）他合わせて 9 名
書上げ

町年寄役

43 乍恐御願奉申上口上覚 天明 6 年 11 月 13 日 1786 竪紙 講中惣代津国屋治兵衛（印）御当職様御役人中様
当町西福寺毘沙門堂大破、
普請費用調達の頼母子官許
願。檀所町年寄辻村甚兵衛
の奥書（印）あり

西福寺

44 口上（済証文之控） 天明 8 年 2 月 1788 竪紙
本人檀所町九郎右衛門・同
町組請人茂兵衛・同町請人
徳兵衛他 1 名

京都獅谷法然院御知事中清
水喜内殿 No.24 と同内容 貸借

45 定書 文化 13 年 9 月 1816 竪紙
小林市右衛門（印）・小林
小左衛門（印）・辻村市之
助（印）

小林九郎右衛門殿 町内次郎左衛門宗旨帳面差
出し名字帯刀お尋ねにつき 町年寄役

46 覚（宮守神楽座帯刀人調） 文政元年 9 月 1818 竪紙 年寄九郎右衛門（印）・同
小林市右衛門（印） 御当職様御役人中様 帯刀人 4 名書上 町年寄役

47 一札之事（宗旨改） 文政 5 年 8 月 1822 竪紙 橋本町本祥寺（印） 八幡壇所御町内中 津国屋傅次郎妻八重は代々
法華宗につき 町年寄役

48 宗旨手形 文政 5 年 8 月 1822 竪紙 惣本山末念佛寺（印） 檀所町御年寄中
当人友右衛門・女房すて・
忰寅吉、高木屋源兵衛名跡
相続につき

町年寄役

49 山城国綴喜郡八幡（壇所町
家数人数調） 文政 5 年 6 月 1822 竪紙 檀所町年寄小林九郎右衛

門・小林小左衛門 御当職様御役人中 家 数 28 軒・ 男 53 人・ 女
54 人 町年寄役

50 法類請一札 文政 5 年 5 月 1822 竪紙 下奈良村正光寺（印） 弾正町九郎右衛門殿・同所
小左衛門殿

西福寺無住にて法類清壽住
職致すにつき 西福寺

51 持寄講落札借用一札之事 慶応元年 12 月 1865 竪紙
借 用 人 道 具 屋 武 右 衛 門

（印）・請人大住屋辰右衛門
（印）

講元伝兵衛殿・御世話方中
殿

銀 2 貫目を毎会 200 目宛返
済 講

52 持寄講落札銀借用一札之事 慶応 2 年 4 月 3 日 1866 竪紙
借 用 主 紺 座 町 嘉 左 衛 門

（印）・請人下奈良村杢左衛
門

講元大和屋金蔵殿世話方中 銀子 900 匁、毎会 100 匁宛
寅四月より午霜月迄返済　 講

53 持寄講落札銀借用一札之事 慶応 2 年 4 月 3 日 1866 竪紙
下奈良村借用主杢左衛門・
紺座町引請証人嘉左衛門

（印）
講元大和屋金蔵殿世話方中 銀子 900 匁、毎会 100 匁宛

寅四月より午霜月迄返済　 講

54 持寄講落札銀借用一札之事 慶応 2 年 4 月 3 日 1866 竪紙
東山路町借用主近江屋半兵
衛（印）・表山路町引請証
人綛屋仁兵衛（印）

講元大和屋金蔵殿世話方中 銀子 900 匁、毎会 100 匁宛
寅四月より午霜月迄返済　 講

55 持寄講落札借用一札之事状 慶応 2 年 4 月 1866 竪紙 借用人塩屋源兵衛（印）・
請人念佛寺（印） 講元傳兵衛殿御世話方中 銀 1 貫 800 目、毎会 200 目

宛返済 講

56 〔書状〕 8 月 4 日 ― 竪紙 西村拝 小林御氏 面会の節ちかの名前に印下
すにつき 個人

57 〔書状〕 12 月 12 日 ― 竪紙 田中大次勝行（花押） 小林仁右衛門 入家婚儀等も無滞相調につ
き 個人

58 〔書状〕 11 月 29 日 ― 切 継
紙 吉郎兵衛様 六左衛門

銀借用田地売却、買主京都
の人、挨拶人当村八左衛門
につき

個人

59 〔書状〕 壬申 2 月 15 日 ― 継紙 西村 小林御氏様 兵助を京都へ引合致とも返
答無につき 個人

60 〔書状〕 9 月 11 日 ― 継紙 ノムラ西村新之允 八わた由兵衛様 石田村周蔵殿上京、約束の
明 12 日を見合わせ頼み 個人

61 覚 7 月 17 日 ― 竪紙 西村新之丞 小林由兵衛殿 金 5 両当月晦日限り渡し 個人

62 覚 7 月 17 日 ― 竪紙 西村新之丞 八わた小林由兵衛殿 金 10 両当月晦日限り渡し 個人

63 キ（ぶり・ちりめん等代金
書上げ） ― ― 竪紙 魚嘉 小林様 「渡ス」（異筆）により、請

求代金支払済の覚 諸勘定

64 記（針代等代金書上） 1 月切 ― 竪紙 下結や 小林九十郎様 「渡ス」（異筆） 諸勘定

65 キ（種油等代金書上） 1 月 31 日 ― 竪紙 家村 小林九十郎様 「渡ス」（異筆） 諸勘定

66 記（白米代書付） 1 月切 ― 竪紙 梶長 小林九十郎様 「渡ス」（異筆） 諸勘定

67 キ（うどん・ぶり等代金書上）1 月切 ― 竪紙 天喜 小林九十郎様 「渡ス」（異筆） 諸勘定

68 キ（うどん・丼等代金書上）12 月 31 日 ― 竪紙 山城綴喜郡八幡町朝日屋 小林九十郎様 「渡ス」（異筆） 諸勘定

69 〔代金勘定覚〕 酉ノ 12 月 ― 竪紙 木や庄右衛門 旦所丁九郎右衛門 木わた・大豆・餅米等 諸勘定

70 〔桑名・尾張等定宿年寄等人
名書上〕 ― ― 断簡 ― ― No71 関連ｶ、前欠 その他

71 〔東海道宿場別代金書上〕 ― ― 断簡 ― ― No70 関連ｶ、前後欠 その他

72 〔木綿・米・下地等代金勘定
覚〕 11 月 24 日 ― 切紙 木や庄右衛門 たん所九郎右衛門殿 前欠ｶ、No.73 関連ｶ 諸勘定
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73 〔米・油等代金勘定覚〕 酉 7 月 ― 切紙 木や庄右衛門 たん所九郎右衛門殿 前欠、No.72 関連ｶ 諸勘定

74・
75 男山八幡宮全山図 明 治 11 年 9 月 13 日

出版御届 1878 絵図 著者辻村豊富（印）・出版
人中嶋敬次郎 ― 水損シミあり その他

76 〔包紙〕 ― ― 包紙 ― ― 上書「本迹縁起 [　]」朱印
あり、77 を包む その他

77 〔亀乗寿老人図〕 ― ― 絵画 □白堂［　　］（印）（署名
部分破損甚大） ― 紙本墨画淡彩。 個人

78 〔楽人衆・惣ノ一殿・太夫等
下行代書上〕 ― ― 横帳 ― ― 「古キ日記ヲ以テうつしお

くものなり」とあり 神楽座

79 〔楽人衆・惣ノ一殿・太夫等
下行代書上〕 ― ― 横帳 ― ― No.78 と同内容 神楽座

80 御願申川堀雑用之覚 辰 4 月 10 日 ― 竪紙 檀所町年寄辻村仁兵衛 郷御役人中様 車損料・ろうそく・油代金
書上 町年寄役

81 〔檀所町宗門改断簡〕 ― ― 断簡 ― ―

念仏寺辻村左兵衛（印）・
家族の年齢、惣家数 32 軒、
外寺1ケ寺、惣人数124人。
帳はずれ

町年寄役

82 〔神楽下行米配分覚〕 ― ― 竪紙 ― ― 神楽座

83 〔書状〕 寛永 11 年 8 月 22 日 1634 折紙 惣市（花押）（印） 後大夫参 八幡宮下遷宮正遷宮神楽銭
受取につき 神楽座

84 神典雜鈔 寛文 6 年 8 月刊行 1666 竪帳 ― ―

簠簋内伝・六根清浄祓・同
浅説・唯一神道俗解・中臣
祓古義の写、末尾「右二部
文政二年五月出雲郡求院村
光栄寺ノ蔵本ニ仍テ鈔出
ス、誓鎧六十七歳」

神道

85 服忌令　全　 宝永 5 年子 5 月吉日 1708 竪帳 八幡壇所町小林仁右衛門 ― 石清水八幡宮社例号服忌令 神道

86 修理講 明和 6 年 11 月 27 日 1769 竪帳 ― ―
修理講銀受取、12 名の講
定、明和 6 年～安永 3 年
頼母子講銀預証写

講

87 安居御神楽出勤人数 ― ― 折紙 ― ―

篳篥　従四位下壱岐守安倍
季福・本拍子　同摂津守多
久富ほか 6 名の楽人名書
上

神楽座

88 神祇道服紀（ﾏﾏ）令 ― ― 横 半
帳 ― ― 巻末「吉田之服紀令以令二

書写一者也」とあり 神道

89 〔和歌〕 ― ― 短冊 ― ―

「 こ ほ る　 う ち わ た る こ
まなつむなり、白妙のこ
ほるまつちのやま河の水」

「三十六枚ノ内（印）」とあ
り

個人

90 御社用参神楽式日 ― ― 竪紙 ― ― 正月から十一月初卯まで
13 の式日書上 神楽座

91 石清水八幡宮御祈祷御札 ― ― 札 本頭神人奥村播磨 ― 神道

92 六根清浄祓 ― ― 竪紙 ― ― 朱の訓点あり 神道

93 〔放生会次第〕 ― ― 継紙 ― ―
前欠。「於散花師前　次行
導 先獅子次楽行事次楽人
衆・・・・」

神道

94 安居神楽覚帳 宝永 2 年 2 月 1 日 1705 横帳 ― ― 裏表紙「小林仁右衛門ひか
へ」とあり 神楽座
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